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今般の新型インフルエンザ

(A/HlNl)対策について

～対策の総括のために～
(医療体制 )

平成22年 5月 12日

厚生労働省新型イlノフルエンザ対策推進本部

医療体制
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抗インフルエンザウイルス薬の供給量と推定患者数の推移

'2000000

1800000

1600000

1400000

1200000

1000000

800000

600000

400000

200000

:  lo 圏圏目駆

J赫  漁難ヾ嶽毒ホ織ルや紺 ‐
■タミフルカプセル(人数分換算) いタミフルドライシロツプ{人数分換算 )

リレンザ(人数分換算)    一定点(推定患者数 )

出典 :メーカー報告

事
務
連
絡

二
回
目

1000

患

者
800

数

600

400

‐日入院患者数  “

■瑯:基礎疾患等あり患者数

ロロ重症患者数

(人工呼吸器装着/脳症んCU入室)

| :死亡者数

‐́一定点当たり報告数
ンメ

1推計累積患者数
|

1 絶199,石

^_|
外

来

患

者

数

／

定

点

医

療

機

関

∞

∞

∞

∞

∞

３５
．

一

あ

犯

Ь

2.31

lF136

Ｎ
ヽ
・コ
ヽ
　
　
　
１１
週

ど■

日
臓
ド

ー
ー
Ｌ
喘
ド
点

121

1:'1:6150154

-4-



慢 性呼 吸器 撲 [110・

4%      22.2%

」

L2.3%
J

「
2.2%

→

Ll.5%

Ll.6%

■1.6%

10.8%

:0。5%

■■■■■ 9.1%

n=17640

慢性心疾患

糖尿病

慢性腎疾患

免疫抑制状態

神経口神経筋疾患

血液疾患

慢性肝疾患

その他の基礎疾患

基礎疾患なし

妊婦

慢性呼吸器疾患

慢性心疾患

糖尿病

慢性腎疾患

免疫抑制状態

神経・神経筋疾患

血液疾患

慢性肝疾患

その他の基礎疾患

基礎疾患なし

62.8%

入院患者における疾患群別の

基礎疾患保有率(重複あり)

平成22年 3月 23日 の報告までノ厚生労働省

.21.6%
・・24.4%

20。7%

■■ 115歳未満

n=13976
‐ 15歳以上

n= 3664

1 ・
・

'46%
10.4礼 .2%

「1・ツ鶴%
lQ:な%

19・ 14%

「

|・ 9%‐

70.5%
33.5%

年齢階級別入院患者における疾患群別の
基礎疾患保有率(重複あり)

平成22年 3月 23日 の報告までノ厚生労働省
i rl

l鳳還%8,0%

911イ :… 10。2%

-5-



妊婦

慢性呼吸器疾患

慢性心疾患

糖尿病

慢性腎疾患

免疫抑制状態

神経口神経筋疾患

血液疾患

慢性肝疾患

その他の基礎疾患

基礎疾患なし

.    妊婦

慢性呼吸器疾患

慢性心疾患

糖尿病

慢性腎疾患

免疫抑制状態

神経ロネ申経筋疾患

血液疾患

慢性肝疾患

その他の基礎疾患

基礎疾患なし

lpMI‐ 解3%
19・9イ  1  15。 9%

|。。イ&5%

10。
6%.6%

「
2.44.0%

19。
245%

19。
1%.ラ%

― .§,04 ‐  |

目■ 115歳未 満

n=1130
●■ 115歳以上

n= 516

10・

0% n=1646

21.7%

L4.9%

口■■ 5.0%

■■3.1%

■ 2.5%

‐ 3.2%

■ 1.5%

10。9%

13.2%

重症患者における疾患群別の

基礎疾患保有率(重複あり)

平成22年3月 23日 の報告までノ厚生労働省

55。7%

67.6%

22.1%
.7%

年齢階級別重症患者における疾患群別の

基礎疾患保有率(重複あり)

平成22年3月 23日 の報告までノ厚生労働省

-6-

23.4%



３３

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

〇
一

11

10-     20-

２５

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

６。
．

３．

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

５。
．

３．

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

４。
．

年齢階級別にみた死亡者数

平成22年 3月 23日 の報告までノ厚生労働省

死亡者数

{対入院患者100人 )

(人 )

平成22年3月 23日 の報告までノ厚生労働省
14

-7-



脳症 01図炎

肺炎

多臓器不全

心筋炎

心不全

頭蓋内出血

DiC

不明 24%

小児(15歳未満)における死因(重複あり)

n=38

平成22年 3月 23日 の報告までノ厚生労働省

」一＜‐一＜Ｆ一４％基礎疾患の増悪 ■■4%

脳症・脳炎

「

3%

脳卒中 ■ 3%

不明 ■ 3%

`                                                           n=104

15歳以上65歳未満における死因(重複あり)

肺炎

敗血症

心筋炎

心不全

6%

6%

-8-

平成22年 3月 23日 の報告までノ厚生労働省
16



肺炎

基礎疾患の増悪

多臓器不全

呼吸不全

心不全

心筋炎

ARDS

脳症

不明

|

口■■19%

口■■ 7%

‐ 5%
|

L4%

ヒ 2%

● 4%
n=56

高齢者(65歳以上)における死因(重複あり)

平成22年 3月 23日 の報告までノ厚生労働省

慢性呼吸器疾患

慢性心疾患

糖尿病

慢性腎疾患

免疫抑制状態

血液疾患

神経疾患・神経筋疾患

慢性肝疾患

11%

9%

7%

■ 4%

■ 2%
n=56

高齢者(65歳以上)死亡例の基礎疾患(重複あり)

平成22年 3月 23日 の報告までノ厚生労働省

-9-



(0/o)

100

80

60

40

20

0

(10万人対 )

200

160

120

80

40

0

5=   10-   15-   20-   30-   40-   50-   60-   70-

年齢階級別受診率及び入院率

(年齢階級別人口当たり)

平成21年 8月 3日 から平成22年 3月 16日 の報告までノ厚生労働省

(10万人対 )

1 200

(%)

100

80

60

40

20

0

「

~~~‐~~

|

|

1 80

1 40

|

|1_o
一
　

１０ 30-    40-    50-    60-

1受診率及び入院率

(年齢階級別人口当たり)

平成21年 8月 3日 から平成22年3月 16日 の報告までノ厚生労働省

20-

年齢階級男

__占 受診率
(左 日盛り)

|=III:入院率
(右 目盛り)

(左 目盛り)

-10-



口
“
日入院率

(左 日盛り)

■■目重症化率
(右 目盛り)

死亡率
(右 目盛り)

(%)
0.08

年齢階級別入院率、重症化率及び死亡率

(推定受診者100人当たり)

平成21年8月 3日 から平成22年 3月 16日 の報告までノ厚生労働省

5-   10-  15-  20-  30-  40-  50‐   60-  70-

(0/o)

0.8

0.6

0.4

(%)

0.08

0.06

0.04

0.02

0.00

0.2

0.0 茫_

0- 30-   40-    50-   60‐     70‐

年齢階級別入院率、重症化率及び死亡率

(推定受診者100人当たり)

平成21年 8月 3日 から平成22年3月 16日 の報告までノ厚生労働省

――日入院率
(左 日盛り)

(右 目盛り)

死亡率
(者日盛り)一

-11-



参考資料 2

医療体制

【新型インフルエンザ発生以前】

2009年 4月 22日 まで

○ 新型インフルエンザの発生に備えるため、2005年 12月 に関係省庁が「新型インフル

エンザ対策行動計画」を、2007年 3月 には新型インフルエンザ専門家会議が「新型イ

ンフルエンザ対策ガイ ドライン フエーズ 4以降」をとりまとめた。

○ 我が国における新型インフルエンザ対策をさらに強化するため、第 169回 国会におい

て感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 (以下「感染症法」とい

う。)及び検疫法の改正を行い、2008年 5月 に施行された。

○ 当該法改正や与党プロジエク トチーム (当時)の提言、さらには最新の科学的知見、

関係省庁や新型インフルエンザ専門家会議での検討などを踏まえ、2008年後半には、

行動計画及びガイ ドラインの改訂作業が進み、同年年末のパブリックコメン ト募集を

経て、翌 2009年 2月 17日 に改訂版が公表された。

o 2009年 2月 17日 の「医療体制に関するガイ ドライン」では、新型インフルエンザが

発生 してから終息するまでの医療体制について、住民の医療相談窓口としての発熱相

談センター、新型インフルエンザ診療の専用外来としての発熱外来、さらには感染症

法に基づ く入院措置への具体的対応に至るまで、段階別に対策が詳述されている。

【新型インフルエンザ海外発生以降】

2009年 4月 23日 ～ 5月 15日

0 2009年 4月 23日 、アメリカ疾病管理センター (CDC)か ら、アメリカ国内にお

いてブタ由来Hl Nlの A型インフルエンザウイルスの人への感染事例があるとの報告があ

った。

0 4月 24日 、世界保健機関 (以下、WHOと いう)よ り、アメリカのみならずメキシコ

においてもインフルエンザ様疾患が発生しているとの情報があつた。厚生労働省では、

引き続 き情報の収集を進めるとともに、翌 25日 より、都道府県等や医療関係者に対す

る情報提供、流行地に渡航する方への注意喚起、流行地から帰国する方への対応、電話

相談窓口の設置等の対応を開始 した。さらに、25日 に到着するメキシコからの直行便

に対する検疫を強化することを決定 した。

0 4月 27日 (日 本時間 )、 WHOに おいて専門家による緊急委員会が開催され、その結

果を踏まえて公表されたWHO事 務局長のステー トメン トの中で、継続的に人から人ヘ

の感染がみ られる状態になつたとして、28日 未明正式にフエーズ 4の宣言がなされた。



○ 4月 28日 、厚生労働大臣は、メキシコ、アメリカ、カナダにおいて、感染症法に規定

する新型インフルエンザ等感染症が発生 したことを宣言 した。

同日、政府は内閣総理大臣を本部長とする「新型インフルエンザ対策本部」を設置 し、

新型インフルエンザの発生は、国家の危機管理上重大な課題であるとの認識のもとで、

当面の対応を示す「基本的対処方針」を発表した。この「基本的対処方針」において、

水際対策の強化やワクチン開発に加えて、発熱相談センターと発熱外来の設置の準備を

急ぐべきことが示された。これを受けて、全国の自治体は、自ら策定していた行動計画

等に基づいて新型インフルエンザ対策を開始し、順次、保健所における発熱相談センタ

ーや医療機関における発熱外来が地域ごとに設けられた。

・発熱相談センターは、ガイドラインにおいて、新型インフルエンザの患者の早期発

見、当該者が事前連絡することによるそれ以外の疾患の患者への感染の防止、地域

住民への心理的サポー ト及び特定の医療機関に集中しがちな負担の軽減などを目

的としたものである。(医療体制に関するガイドライン64ページ)

・発熱外来は、ガイドラインにおいて、新型インフルエンザの患者とそれ以外の疾患

の患者を振り分けることで両者の接触を最小限にし、感染拡大の防止を図るととも

に、新型インフルエンザに係る診療を効率化し混乱を最小限にすることを目的とし

たものである。

また、まん延期以降においては、感染防止策を徹底した上、新型インフルエンザ

の患者の外来集中に対応することに加え、軽症者と重症者の振り分け(ト リアージ)

の適正化により入院治療の必要性を判断することを目的としたものである(医療体

制に関するガイドライン60ページ)

4月 29日 、アメリカで1歳 11ケ 月の幼児の感染者が初めて死亡した。これは、メキシ

コ以外で初めて確認された死亡例であつた。同日、厚生労働省は、国内発生IF備ぇ、関

係者との情報共有や発熱外来の設置など、医療体制の確保の方針について、医療機関向

けに事務連絡「新型インフルエンザの診療を原則行わない医療機関の指定に伴う医療体

制整備について」を発出した。

4月 30日 、地域単位の感染が 2カ 国以上で起きており、大流行直前の兆候があるとし

て、WHOに より警戒水準がフエーズ 5へ引上げられた。

5月 1日 、香港特別行政区政府が、4月 30日 に香港に到着した25歳のメキシコ人男性

の感染を確認したと発表した。これが東アジアで確認された最初の新型インフルエンザ

事例であつたが、翌2日 には、韓国でも初の感染が確認された。

5月 3日 、厚生労働省は、抗インフルエンザウイルス薬の予防投与などの新型インフル

エンザの診療についての考え方をとりまとめ、医療機関向けに事務連絡「新型インフル

エンザの診療等に関する情報 (抗インフルエンザ薬の予防投与の考え方等)について」

○

○

○

○



参考資料 3

医療体制に関する主な事務連絡等

治療などに関する情報提供院内感染対策

04月 29日 、「新型インフルエンザの

診療を原則行わない医療機関の指

定に伴 う医療体制整備について」

(事務連絡)を発出し、新型イン

フルエンザ以外の疾患の患者に対

する医療を破綻させないため、都

道府県の判断により新型インフル

エンザの診療を原則行わない医療

機関等 (例 えば透析病院、がん専

門病院、産科病院等)を 定めるこ

とができることを都道府県に周知

5月 3日 、「予防内服の考え

方について」(事務連絡)を

発出

5月 22日 、「重篤化 しやす

い基礎疾患を有する者等に

ついて」(事務連絡)を示し、

運用指針における「基礎疾

患を有する者等」の具体例

を周知

5月 28日 、「予防投与の考

え方に対する Q&A」 (事務

連絡)を発出

5月 21日 、「新型イ

ンフルエンザに関す

る院内感染対策の徹

底について」(事務連

絡)で、国立感染症

研究所で とりまとめ

られた院内感染対策

(5月 20日 日寺′ほ月反)

を情報提供、N95マ

スクやガウンといつ

た厳重な感染対策は

限定された状況での

み使用す るもの とし

た

5月 6日 、「国内未発生期における

発熱外来を置かない医療機関への

発熱患者の受診について」 (事務連

絡)を発出し、基本的考え方を整

理

5月 22日 、「フアクシミリ等による

抗インフルエンザウイルス薬等の

処方箋の取り扱いについて」 (事務

連絡)を示 し、感染拡大を防止す

る観点から、ファクシミリ処方せ

んに関する留意点を周知

5月 26日 、「新型インフルエンザに

関連する診療報酬の取扱いについ

て」 (事務連絡)を示し、ファクシ

ミリ処方せん等に係 る診療報酬等

の疑義について整理

06月 2日 、「医療機関

における新型インフ

ルエンザ感染対策に

ついて」 (事務連絡)

で、国立感染症研究

所でとりまとめられ

た院内感染対策 (5月

31日 時点版)を情報

06月 1日 、『「地域活性化。経済危機

対策臨時交付金」の新型インフル

エンザ対策への活用について』(事

務連絡)を示し、新型インフルエ

ンザ対策に係る財政的対応につい

て情報提供を実施

06月 5日 、「新型インフルエンザの

重症患者を感染症病床の定員を超



治療などに関する情報提供

過 して入院させる場合の取扱いに

ついて」 (事務連絡)を発出し、医

療法及び診療報酬上の取扱に係る

Q鳳 を整理

07月 16日 、「医療機

関の職員における新

型インフルエンザ感

染対策の徹底につい

て」 (事務連絡)を示

し、6月 2日 付事務連

絡は医療従事者のみ

ならず、事務く調理、

清掃等の医療機関の

全ての職員にも該当

することを周知

8月 28日 付事務連絡の中

で、厚生労働科学研究がと

りまとめた、ウイルス性月市

炎を合併 した症例について

のケースレポー トを情報提

イリロし

8月 28日 付事務連絡の中

で、厚生労働科学研究がと

りまとめた、「新型インフル

エンザ (A/HlNl)診 療の

基本的考え方」を情報提供

8月 28日 、「インフルエン

ザ脳症に係る注意喚起につ

いて (依頼)」 (事務連絡)

を示し、インフルエンザ脳

症の早期症状について、日

本小児科学会がまとめた内

容を周知

8月 28日 付事務連絡

の中で、6月 1日 に示

した医療機関におけ

るハイ リスク者に関

する感染防止策の手

引きを再度周知

8月 7日 、「喘息等の基礎疾患を有

する者等の旅行等での留意点につ

いて」 (事務連絡)を示し、長期休

暇中の喘息キャンプ等における集

団感染について注意喚起を実施

8月 19日 、厚生労働省大臣が 「新

型インフルエンザ (A/HlNl)の流

行入りを迎えるに当たつて」を発

出 し、基礎疾患を有する方・妊娠

中の方及び乳幼児の保護者の方

へ、早期受診・早期治療を心がけ

るよう呼びかけ、また、重症患者

への対応に必要な地域内における

医療体制の整備のため、地方自治

体 と医療機関の間で、医療連携に

ついて検討 して頂くよう、医療従

事者の方に依頼

08月 28日 、「新型インフルエンザ患

者数の増加に向けた医療提供体制

の確保等について」 (事務連絡)を

発出し、「新型インフルエンザの流

行シナリオ」を示すとともに、都



治療などに関する情報提供

道府県等に対 し、入院診療を行 う

医療機関の病床数等について確認

及び報告を求めるとともに、受け

入れ医療機関の確保や重症患者の

受入調整機能の確保等、地域の実

情に応 じた必要な医療提供体制の

確保対策を講 じることを依頼

9月 18日 、「新型インフル

エ ンザ診断 と治療 につい

て」(事務連絡)を示 し、医

師が抗インフルエンザウイ

ルス薬による治療の開始が

必要と認める場合には、治

療開始にあたつて簡易迅速

検査や PCR検査の実施が

必須でないことを周知

9月 18日 、『「国内における

新型イ ンフルエンザ症例

集」について (情報提供)』

を示 し、厚生労働科学研究

班がとりまとめた 6例の重

症症例の報告に加え、関係

学会から公表されているガ

イ ドライン等について情報

提供

9月 11日 、「新型インフルエンザに

係る医療体制に関する調査結果に

ついて」 (事務連絡)で、8月 28

日事務連絡で依頼 した調査項 目の

うち、外来診療体制及び透析患者、

小児、妊婦等の重症者の搬送・受

入体制について、集計結果を公表

9月 25日 、「新型インフルエンザに

係る医療体制に関する調査結果に

っいて」 (事務連絡)で、8月 28

日事務連絡で依頼 した調査項 目の

うち、病床数及び人工呼吸器数に

ついて、集計結果を公表

10月 2日 、「フアクシミリ等による

処方せんの送付及びその応需等に

関する Q&牡 について」(事務連絡)

を発出

10月 2日 、「新型インフルエンザ対

策担当課長会議」において、8月

28日 事務連絡で依頼した調査項目

の集計結果を更新し公表

10月 9日 、「新型インフルエンザヘ

の対応のための外来開設に係る医

療法の取扱いに関する Q臥 につ

いて」(事務連絡)を発出し、医療



治療などに関する情報提供

法上の具体的な取扱について周知

11月 16日 、『「わが国にお

ける新型インフルエンザ A

(HlNl)感染による重症

例の臨床的特徴について

(情報提供)』 (事務連絡)

を情報提供

11月 20日 、「新型インフル

エンザの発生動向 ～医療

従事者向け疫学情報～」を

公表し、厚生労働省が収集

したサーベイランス情報

を、医療従事者が利用しや

すい形で情報提供

11月 5日 、「新型インフルエンザに

かかる医療体制に関する調査結果

(10月 26日 更新版)について」(事

務連絡)で、8月 28日 事務連絡で

依頼 した調査項 目のうち、病床数

及び人工呼吸器数について、10月

26日 時点での更新状況を公表

11ノ ロ

012月 25日 、11月 に公表し

た「新型インフルエンザの

発生動向 ～医療従事者向

け疫学情報～」を更新し、

情報提供

012月 16日 、「年末年始における医

療提供体制の確保について」 (事務

連絡)を示し、各地域における流

行状況を踏まえ、年末年始におけ

る医療提供体制の確保を都道府県

等に依頼   ′



考資料 4

新型インフルエンザ(A/HlNl)の流行入りを迎えるに当たつて

まずは、昨日から本日にかけて、神戸市及び名古屋市より、新型インフルエ

ンザ(A/Hl Nl)の確定患者で、お亡くなりになつた方がおられる旨の報告を

受けましたので1本件につき、ご報告させていただきます。

このたび、お亡くなりになつた患者は、神戸市の事例については、70代の男

性で肺気腫、糖尿病などの基礎疾患をお持ちの方、名吉屋市の事例について
°
は、80代の女性で多発性骨髄腫の基礎疾患をお持ちの方であるとのことです。

お亡くなりになつた方のご冥福を心よりお祈りいたします。

現在のところ、これらの事例について、ウイルスの病原性の変化した可能性が

ある旨の報告は受けておりませんが、引き続き、地方自治体と連携して、情報

収集に努めるとともに、必要な調査を実施してまいります。       ・

次に、昨日、日立感染症研究所より、定点医療機関当たりのインフルエンザ

の患者報告数が公表された件についてご報告いたします。

国立感染症研究所が、昨日、発表した調査結果によれば、2009年第32週

(8月 3日 がら9日 の週)における定点医療機関当たりのインフルエンザの患者

報告数が、全国平均で0.99(インフルエンザの患者報告数4,630)となりまし
'た

。その大部分ば新型インフルエンザの患者だと考えられております。

例年、この数値が1を超えると、インフルエンザは流行期に入るものとされて

おり、この基準によれば、今般の新型インラルエンザについても本格的な流行

が、すでに始まつている可能性があります。

さらに、感染拡大の場となりやすい学校が、現在、夏休み期間中であるにも

奮営″呂菖       蟹1葛藤笑争tti署禁募確喜1:魚悪勇等
:`学校力`再

´
このまま感染が拡大すると、急激な患者の増加IFよる医療機関への負担が

増大じ、重症患者への対応に支障がでるおそれがあります。

こうした状況を可能な限り避けるためには、患者数増加のピークをできるだけ

低く抑え、急激な患者の増加を防止することが必要です。

そうすることで、社会全体への影響を最小限のものとするとともに、国民の皆

様が安心して医療機関を受診し、治療を受けられる環境を維持することができ

ることとなります。

急激な感染め拡大を防止するために、最も効果的なことIt、 国民の皆様お―

人お一人が感染防止対策を自党をもって自ら実践することです。このため、これ

-1-
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まで繰り返し申し上げてきたことではありますが、国民の皆様には、

・ 手洗い、うがいの励行

・ 症状が出た方のマスクの着用、外出の自粛、人に咳やくしやみをかけない

咳エチケットの徹底  ヽ
・
等の適切な対応を講じていただきますよう、改めてお願いしたいと思います。

一方、今回の新型インフルエジザについては、慢性呼吸器疾患や慢性心疾

患等の基礎疾患を有する方や妊娠中の方、乳幼児が菫症化するリスクが高い

とされております。特に、こうした方々については、早期受診、早期治療を心が

けてしヽただくょぅ、是非ともお願いいたします。

また、医療従事者の方には、こうした方々に対する適切な情報提供を行い、

同時に、院内での感染防止に、一層のご配慮をお願いいたします。また、重症

患者への対応に必要な地域内における医療体制の整備のため、地方自治体と

医療機関の間で、医療連携について速やかにご検討いただきますよう、お願い

いたします。                           「

厚生労働省としても、現在取り組んでいる患者の重症化防止を最優先とす

る、医療体制の整備や予防接種対策等を、引き続き推進してまいります。また、

急激な感染の拡大を防止するため、6月 19日 に改定した運用指針に基づき、

地方自治体に対し、集団での発生を確認した場合に、感染拡大防止対策を要
.

請する等適切な対応を講じてまいります。                ・

また、今後、医療機関に対する重症事例等を集めた症例集の配布や患者会

などを通じた、基礎疾患を有する方や妊娠中の方、乳幼児の保護者の方などヘ

の情報提供の強化、抗インフルエンザウイルス薬の備蓄など、重症化防止のた

めの取り組みを一層推進していくこととしております:・

  ・

最後になりますが、新型インフルエンザ対策においては、正確な情報に基づ

き行動することが非常に重要です。厚生労働省としても、正確な情報を、できる

だけ迅速に、皆様に提供したいと考えておりますので、引き続き、国及び地方自

治体の発表などに留意いただき、冷静に対応いただくようお願いいたします。

。国民の皆様お一人お一人が、感染は自分が上めるという気持ちをもって、
°
今

後の流行期を美り越えていけるよう、今後とも、ご協力をよろしくお願い申し上げ

ます。            ・            ・

平成21年 8月 19日

厚 生 労 働 大 臣  舛 添 要 ・―
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インフル平ンザ定点当たり報告熱・累蒙聟責事亜望導町星型

新型インフルェンザ(HlNl)の

流行入りを迎えるに当たつて

感桑産尭
=動

向調1査1速報|デ■夕‐

厚生労働省

ノ -08
・

‐

る:|‐ 11■

区分 インフルエンザ

報告数 定点当たり

総 数 4,630 ⊂ 0.99‐p
中  縄,県 11181 20.36

彙  良  県 102 1.85

大  阪  廂 496 1.80

紅  京  剖 466 1.68

農  崎  県 105 1.50

自  城  県 14 0.15

熊 ・ 本  県 12 o.15

秋  田1  厚
o.13

訴  潟  県 0.11

曇  山  .県 3 o.06
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定点あたり報告数
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資料:感染症発生動向調査(全国およそ5000医療機関(1ヽ児科およそ3000、 内科およそ2∞0)からの定点報告)
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急激な患者数増加の抑制

感染の拡大時岬を澤ら■6

国民の皆様にお願いしたいこiと

○

手洗い、うがいの励行

症状が出た方のマスクの着甲,摯串の自粛、
1本 1手

咳やくしやみをかけない咳=チ
ケウトの徹底■ ■・

5
鱗
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基礎疾患を有する方、妊娠中の方、.乳幼児の保護
者の方及び医療従事者の方にお願いしたいこと

者の方ヘ

○医療機関に対する重症事例等を集めた症例集

の配布

0基礎疾患を有する方、妊娠中の方、乳幼児の

保護者の方への情報提供の強化

早期受診・早期治療を心がけてください ・

基礎疾患を有する方、妊娠中の方への適切な情

報提供を行つてください

院内感染対策防止への一層の配慮をお願いしま

す

地方自治体と医療機関の間で、医療連携につい

てご検討をお願いします
・     :

厚生労働省の取り組み

♀需犠纏路秦   
とする医療体制の整備、

O地方自治体と連携した適切な感染防止対策

○抗インフルエンザウイルス薬の備蓄



最後に

国民のみなさまひとりひとりが、

感染は自分が止める

という気持ちをもつて、今後の流行期を

乗り越えていけるよう、今後ともご協力

をお願いいたします。
8

>     .
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料  5

事 務 連 絡

平成 21年 8月 28日

厚生労働省新型インフルエンザ対策推進本部

新型インフルエンザ患者数の増加に向けた医療提供体制の確保等について

平成 21年第 33週の感染症発生動向調査 (8月 21日 公表)によればヽイ

ンフルエンザ定点当たりの報告数が 1.69と なっており、流行開始の目安と

している1.00を 上回 りましたので、インフルエンザ流行シーズンに入つた

と考えられ、新型インフルエンザ患者数が急速に増加することが懸念されます。

このため、各都道府県、保健所設置市及び特別区においては、「新型インフル

ェンザの流行シナリオ」 01添 1)を参考に、下記め手順に従い重症者の発生数

等について確認の上、入院診療を行う医療機関の病床数等について確認及び報

告をいただくとともに、受入医療機関の確保や重症患者の受入調整機能の確保

等、地域の実情に応 じて必要な医療提供体制の確保対策等を講じていただくよ

うお願いします。             
‐

なお、上記シナ リオは、医療体制を確保するための参考として示す仮定のも

のであり、実際の流行を予測するものではないことを申し添えます。

コ
言已

1,各都道府県においては、自都道府県における新型インフルエンザ患者や重

症者の発生数等について、「新型インフルエンザの流行シナリオJ偶1添 1)、

過去の季節性インフルエンザの流行状況等をもとに検討をお願いします。ま

た、感染症発生動向調査のインフルエンザ定点当たりの報告数を注視すると

ともに、都道府県内のインフルエンザの流行状況や対策等について医療機関

等への情報提供をお願いします。

2.各都道府県においては、新型インフルエンザ患者数が急速に増加した場合



に、重症者の受入調整等が行えるよう、次の (1)～ (4)の状況について、

確認及び報告をお願いします。

(1)外来医療体制の状況 (別添 2-1)
(2)入院診療を行う医療機関の病床数及び稼働状況 (別添 2-2)
(3)人工呼吸器保有台数、稼働状況 01添 2-3)
(4)透析患者、小児、妊婦等の重症者の搬送 ら受入体制の確保状況 (別添 2

-4)              ′

3.各都道府県、保健所設置市及び特男1区においては、新型インフルエンザ患

者数が急速に増加した場合にも対応できる医療提供体制の確保のため、「新型

インフルエンザに係る医療提供体制の確保対策及び情報提供についてJ傷1添

3)を参考に、地域の実情を踏まえて必要な対応策について検討をお願いし

ます。

【照会先I

厚生労働省

新型インフルエンザ対策推進本部事務局

臣ヨ瘍譴コ【  FAX・ 03-3506-7332
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別添 1

平成 21年 8月 28日

新型インフルエンザ (A/Hl‖ 1)の流行シナリオ

1.はじめに

本シデリオは、各都道府県において、今後の対策を検討するにあたり県内の流行状況や

年齢構成等の地域性を十分に踏まえて医療体制の整備を行う際の参考にしていただくため、

現時点での情報に基づいて示すものである。

なお、流行の拡大は、ウイルスの感染性、地域における接触状況、ヒトの免疫保有状況、

気候等によつて大きく左右されるものであるため、今後、本シナリオについては新たな知

見をもとに随時更新されることがある。

2.流行シナリオ

本シナリオでは、発症率、入院率、重症化率の3つの変数を決定し、流行動態を数理モ

デルにより推計した。発症率、入院率、重症化率については、対策を推進するうえで基準

となる中位推計を示すとともに、地域性による幅を加味した高位推計を併記する。これら

は各都道府県において医療体制を確保す五ための参考として示す仮定の流行シナリオであ

り、実際の流行予nllを行ったものではとい。とくに、病原性の変化や薬剤耐性の出現など、

ウイルスの特性が変化した場合には、さらに高値を示す可能性があることに注意が必要で

ある。以下、3変数の考え方について、通常のインフルエンザや新型インフルエンザにつ

いてのこれまでの知見を参考としながら説明する.

なお、総務省統計局の推計による平成 19年各歳人口の概算値は、0-5歳が658.5万人、

6-15歳が H92.1万人、16-64歳が 8180.2万人、高齢者 2746.5万人であり、以下の分析で

はこれらの値を利用した。      ‐

(1)発症率

全人口のうち新型インフルエンザに感染し、かつ発症する確率.通常のインフルエンザ

の2倍程度が発症するものとし、国民全体の20%が発症するとした (参考 1)。 また、最大

では 30%が発症するとしたが、都市部ではさらに発症率が高くなる可能性がある。なお、

きわめて軽症で軽快したり、・ほとんど症状を認めない感染者もいると考えられ、
・アジアイ

ンフルエンザや香港インフルエンザと同様に血清学的な感染率は、50%程度にまで高まる

可能性がある。                     ・



(2)入院摩

新型インフルエンザを発症した者のうち、入院を要する状態となる患者の比率.国内に

おける6月 20日 から 7月 24口 までの全数調査 4220人のうち53人が入院の適応と診断さ

れていた (入院措置を除く)こ とから 1.5%程度とする。基礎疾患を有する者等への感染が

広がる場合には、さらに上昇する可能性がある.

なお、7月 29日 から8月 18日 までの入院患者数 320人のうち、6歳未満が64人 (20,0%)、

6歳以上 16歳未満が 152人 (47.5%)を 占めており、通常のインフルエンザとは異なり小

児入院患者が多いことに留意する必要がある。  ・

(3)重症化率                     ・

新型インフルエンザを発症した者のうち、重症化する患者の比率。7月 29日 から8月 18

日までの入院サーベイランス 320人のうち 18人がインフルエンザ脳症 (5人)も しくは人

工呼吸器管理が必要 (15人)であつたが、感染が高齢者にまで広がると、重症化する者の

割合が大きくなると考えられることから 0.15%程度とする。基礎疾患を有する者等への感

染がより広がる場合には、さらに上昇する可能性がある。また、通常のインフルエンザで

は年間 100～300人の小児がインフルエンザ脳症にかかると推計されているが、新型インフ

ルエンザにおいても脳症の事例を認めてお り、小児、特に幼児への感染が拡大 した場合に

は、インフルエンザ脳症が増カロする可能性がある。

(4)流行動態

感染症の数理モデル (ケルマック・マッケン ドリック型)等を参考とし、図 1のように

新型インフルエンザの流行動態を想定 したbさ らに、 1人あたりが約 5日 間入院するもの

と仮定したところ、最大時点における年齢群別の入院患者数は表 2の ように推計された。

自治体において活用しやすいように人口 10万人あたりの入院患者数を表 3に示している。

なお、最近 5年のインフルエンザ定点調査によると、定点観測値の全国平均が 1.ooを越え

る期間 (流行シーズン)は平均で 17週間下あつた。また、定点観測値が 1.00を超えると、

その後、平均 8週で流行のピークを迎えていた (参考 2)。

3,都道府県において試算を行う際の口意点

実際の新型インフルエンザ流行については、年齢構成や人口密度などの地域による差異

が影響するものと考えられる。よつて、各都道府県等においては、地域の特性を把握する

とともに、地域における過去のインフルエンザの流行動態を検討 したうえで、本シナ リオ

を参考として対策を推進する必要がある。



・
表1 発症率、入院率、重症化率の推計

表2 最大時点における入院患者数 (全国)の推計

表3 最大時点における入院患者数 (10万人対)の推計

乳幼児 (075,議 )

成年 (16-64歳 )

高齢者 (65歳以上)

小児 (6-15歳 )

成年 (16-64歳 )

高齢者 (65歳以上)



、 図1 流行動態の想定 (発症率 20%)      ・
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※ この流行動態は新型インフルエンザについてのみ推計したものであり、さらに

通常のインフルエンザの流行が重なることに留意する必要がある。
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          別 添 2-1

・  新型インフルエンザに係る外来診療体制に関する調査

各都道府県においては、平成 21年 6月 19日 の医療の確保、検疫、学校・保

育施設等の臨時休業の要請等に関する運用指針 (改定版)により、外来診療に

ついては、発熱外来を行っている医療機関のみならず、季節性インフルエンザ

と同様に一般医療機関においても診療を行 うこと等の対応について各都道府県

において検討いただくようお願いしたところです。
.つ きましては、下記のとおり、貴都道府県の新型インフルエンザに係る外来.  
診療体制の状況についてご報告いただくようお願いします。

記

1.調査対象 都道府県

2.調査内容

貴都道府県における外来診療体制等について (別紙)

3.提出期限 平成 21年 9月 4日 (金)17時 迄に提出

4.提出方法

各都道府県より対策本部 「医療班」まで、ファックス又

はメールで提出            ・

5,提出及び照会先

厚生労働省新型インフルエンザ対策推進本部事務局医療班

FAX 03-3506-7332/ メールアドレス iryOuhanmhlw.g。 .jp

9.



別紙
新型インフルエンザ 外来医療体制に関する調査 回答様式(平成21年9月 1日現在)

都道府県名

担当部署名

担当者氏名

縮 号

※特に指定のない場合はし平成21年9月 1日現在の状況で回答ください.

てヽ、貴県ではどのような対応をとつていますか.

その備 にできるだけ鮮しく記載してください。

1

る

2

3

4

1

2

3

2.インフル〒` ザ糠症状の星者を受け入れるE凛機関に対して、感染対策体朝響のための支援をわ ていますか。餞当
十る■日の番・B407ロス,7`"士 Lヽ^追加事項があれば、その他欄にせ るだけ鮮しく配載してく離 い。

平成21年6月 19日 よりに季節性インフルエンザと同様の対応(インフルエンザを診る医療機関すべてで対応)としてい

インフルエンザ様症状の患者を診る医療機関を指定し、住民に周知している

かかりつけ医等に電話をしてから受診するよう呼びかけている

必ず発鰤 談センターに電話し医療機関の紹介を受けてから受診することになっている

希望のあった医療機関に対して、外来の動線分離のための必要経費 (パー→レション購入費等)の支援をしている。

マスク等の個人防護具等の資材を備蓄し、必要に応じて配布できるようにしている。

特段行つていないが、今後検討したいと考えている。

●.インフル・P｀′ザ様菫状嵐者の外来受静患者数の増加に対してどのような対策を検討していますか。■日直五頭旦2畳量
多∩7日′.貿f・8士L、^ 追加事項があれば、その他欄にできるだけ辞しく記載してくJ甕工 。ヽ

1 -慢性疾患患者の定期受診を鵬 すため、長期処方により予約を1～ 2カ月先に延長している.

2-救 急外来時間帯には、緊急以外の外来受診を控えるよう住民に啓発している.

3-か かりつけの目師により、電話診療でファクシミリ処方せんの発行が可能であることを周知している。

4-診 療所においても夜間外来を輪番制で担当するなど、地域の外来診療体制を拡充することにしている。

5.― 地域の中核病院の夜間救急外来を拡充するため、開業医師が輸番制で診療に参加することになっている。

6-医 療機関の外来だけで対応が困難な場合にはぃ公共施設等に発熱外来を設置して運用することにしているご

7-地 域の主な医療機関の受診状況を把握して、待ち時間などの情報をもとに受診先を誘導することにしている。

厚生労働省新型インフルエンザ対策推進本部 医療班

4,今後の対策を検討するに当たつて、こ意見・ご要望があれば配載してく腱 い.

ご協力ありがとうございました。下

FAX 03-3506-7332、 Em副

"Ouhlrm‖
W・gOjp



別添 2-2

入院診療を行 う医療機関の病床数及び稼働状況の調査・報告依頼 ・

各都道府県においては、新型インフルエンザによる入院患者が増加 した場合

に備え、新型インフルエンザ患者の入院診療を行 う医療機関の病床数等を、下

記のとおり把握の上ご報告いただきますようよろしくお願いいたします。

なお、「新型インフルエンザの流行シナリオ」GJ添 1)による入院患者数を

参考に、各地域において新型インフルエンザ患者の入院診療を行う医療機関の

病床数等について確認いただき、必要となる受入病床の確保や、地域内におけ

る医療機関間の連携や患者受入の調整体制の確保等の対策を講じていただくよ

うお願いします。

記

1.調査対象 一般病床、結核病床又は感染症病床を持つ、新型インフルエン

ザ患者の入院診療を行う管内病院全て

2.報告内容 男J紙様式 (エ クセルファイル)の項目

3.留意事項 記載にあたっては、別紙記載留意事項を参照のこと

4,提出期限 9月 11日 (金)17時迄に提出

5。 提出方法

各都道府県において、保健所設置市、特別区の回答をとりまとめた上で

別紙様式 (エ クセルファイノリ をメールで提出

(1)メ ールの表題「○○県 受入可能病床数」
^

(2)提出先「新型インフルエンザ対策推進本部 医療班」宛

6。 提出及び照会先          ′

厚生労働省新型インフルエンザ対策推進本部 医療班

FAX 03-3506-7332/Emailiryouhanomblwgo.jp



新型インフルエンザ患者の受入可能病床状況調査(平成21年 9月 現在)

都道府県名

担当課名

連 絡 先 僣■n

ている●彗E3m●●Eの上。日苦してくださしヽ

0●口典颯
`平

威21年 9月 1日“7日の■康欄口匈

豪 ri cuJと は、じ晨報HE分上の 鳳
"0破

0撃亀掬腕斜J 麟鉤1絆定績中治農
=tu"J :融

閣 綺
=澤

中治E● E“J「A000"合口塵翻n2摯中お●A●■料1及び210■出書床をおす。ロ

12



1,

記載留意事項

別紙様式 (エ クセルファイル)左上の都道府県名、担当課名、連絡先 (電

話)を記載下さい。都道府県名を記載いただくと、表中 B夕Jの都道府県

名は自動的に挿入されます。

調査対象は病院ですので、有床診療所は調査対象となりません。

①医療機関種別には、特定感染症指定医療機関であれば 1、 第一種感染

症指定医療機関であれば 2、 第二種感染症指定医療機関であれば 3、 感

染症診療協力医療機関の場合は 4、 それ以外であれば 5を記載下さい。

②許可病床数には、平成 21年 9月 1日 現在の医療法上の許可病床数を

病床区分ごとに記載下さい。ある区分に許可病床がない場合も 0を記入

下さい。 (例 :感染症病床 10床、結核病床 0床、一般病床 350床 )

③稼働病床数には、平成 21年 9月 1日 時点で、診療報酬の届出を行つ

ている病床数を、医療法上の病床区分ごとに記載下さい。ある区分に許

可病床がない場合は 0を記入下さい。(例 :感染症病床 10床、結核病床 0

床、一般病床 310床 )

④ICU病床数には、③の許可病床の一般病床数のうち、平成 21年 9月

1日 におけるICU病床数 (小数点以下は切り上げ)を記載下さい。なお、

ICUと は、診療報酬区分上の
O A300救命救急入院料
O A301特定集中治療室管理料
O A302新生児特定集中治療室管理料

・ A303総合周産期特定集中治療室管理料 1及び2

の届出を行つている病床数を指すものとします。

ICU病床のない医療機関は 0を記載下さい。

⑤稼働実績については、平成 21年 9月 1日 ～ 9月 7日 の 7日 間におけ

る病床利用の平均値 (小数点以下は切 り上げ)を記載下さい。稼働病床

数がない区分には0を記載下さい。(例 :感染症病床 4床、結核病床 0床、

一般病床 272床 )

2.

3.

4.

5。

6。

7.
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.  ・                           別添2-3

感染症指定医療機関等における人工呼吸器の保有状況等の更新について

各都道府県においては、新型インフルエンザによる重症患者が増加した場合

に備え、新型インフルエンザ患者の入院診療を行う医療機関における人工呼吸

器の保有台数及び稼働状況を把握し、平成 21年 5月 2日 付け事務連絡「感染症

指定医療機関等における人工呼吸器の保有状況等にういてJにより実施した人

工呼吸器保有状況調査にて報告のあつた保有台数を参照の上、下記の通り報告

いただくようお願いします。

なお、「新型インフルエンザの流行シナリオ」偶り添 1)の入院患者数を参考

に、現在の稼働状況について確認いただき、不足が予nljさ れる場合には効率的

な活用や備蓄等、必要な確保対策を講じていただくようお願いします。

記

1.調査対象 新型インフルエンザ患者の入院診療を行 う医療機関

2.調査内容

1。 の対象医療機関における人工呼吸器保有台数及び稼働状況

5月 2日付け事務連絡と保有台数に変更がない場合は「変更なし」と、保

有台数に変更がある場合は、その保有台数及び稼働状況 (9月 1～ 7日 間

の平均の稼働率)を報告 してください。

◎ 5月 時点の調査結果

対象医療機関数 1,138

人工呼吸器保有台数 15,338台 (稼働台数 7,639台 )

うち、新生児用保有台数 2,276台 (稼働台数 874台 )

提出期限 9月 11日 (金)17時迄に提出

提出方法

各都道府県において、保健所設置市及び特別区の回答をとりまとめた上

で、対策本部 「医療班J宛にメールで提出

5.提出及び照会先

厚生労働省新型インフルエシザ対策推進本部事務局医療班

FAX 03-3506-7332/メ ールア ドレス iryOuhanOmhlw.go.jp

３

４
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.́                     別 添 2-4

透析患者、小児、妊婦等の重症者の搬送・受入体制の確保状況報告

今後、新型インフル■ンザ患者数の急速な増加により、透析患者、小児、妊

婦等については、新型インフルエンザの感染により重症化した場合には、専門

性の高い集中治療が必要となる可能性が高いため、地域において、透析患者、

小児、妊婦等の重症者の専門治療を行える医療機関の把握と速やかに搬送 0受

入体制の確保が重要となります。各都道府県において、透析患者、小児、妊婦

等の重症者を受け入れる医療機関の確保及び搬送・受入体制の確保について検

討いただくようお願いしているところですが、下記のとおり、現時点における

状況について、報告いただくようお願いします。

1         1.調 査対象 都道府県

2.調査内容

|    ′      貴都道府県における透析患者、小児、妊婦等の重症者の搬送・受入体制

|      ・  3,二菖鰍讀
支
言管フ旨¬基F∫7種≧に提出

|        
・

4。 提出方法

各都道府県より対策本部「医療班」まで、ファックス又はメールで提出    `
|        ・5.提出及び照会先

厚生労働省新型インフルエンザ対策推進本部事務局医療班

FAX 03-3506-7332/メ ールアドレス iryOuhanOmhlwo go.jp
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透析患者、小児、

以下の質問について、

選択し、必要に応じ、

妊婦等の重症者の搬送 自受入体制の確保状況

貴都道府県における9月 1日現在の状況について、
空欄に詳細を記載してください。  ・

回中
該当する項目を

1.透析患者につい

(1)新型インフルエンザに感染した透析患者の重症者が発生した場合の、専門治療が可

能な受入医療機関について把握し、当該患者の受け入れに対して協力を要請しているか。

□ 既に行つている →医療機関数 (   )、 受入可能患者数 (   )
□ 今後行う予定 → (内容                   )
□ その他 (                        )

(2)透析を行う医療機関の新型イ.ン フルエンザ患者の受け入れに対する支援を行つてい

るか。

□ 支援を行つている。→ (内容

□ 支援を行つていない。

2. Jlヽ児 |=つ い

(1)新型インフルエンザに感染した小児の重症者が発生 した場合の、専門治療が可能な

受入医療機関について把握 し、当該患者の受け入れに対して協力を要請しているか。

□ 既に行つている →医療機関数 (   )、 受入可能患者数 (   )
□ 今後行う予定 → (内 容                   )
□ その他 (                       )

(2)_小児医療機関の新型インフルエンザ患者の受け入れに対する支援を行つているか。

□ 支援を行つている。→ (内容               )
□ 支援を行つていない。

5.性 師 :こ つ い こl              ・

(1)新型イ
・
ンフルエンザに感染した妊婦の重症者が発生した場合に、専門治療が可能な

受入医療機関について把握し、当該患者の受け入れに対して協力を要請しているか。

□ 既に行つている →医療機関数 (   )、 受入可能患者数 (   )
□ 今後行う予定 → (内容                    )
□ その他 (           ・          )

(2)産科医療機関の新型インフルエンザ患者の受け入れに対する支援を行つているか。

□ 支援を行つている。→ (内容               )     ノ

□ 支援を行つていない。
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,               男:1添 3

新型インフルエンザに係る医療提供体制の確保対策及び情報提供について

1.イ ンフルエンザ患者の外来診療の確保対策について

各都道府県、保健所設置市及び特別区においては、外来診療体制の確保の

ため、次の対策を検討すること。

(1)電話相談体市りの拡充

インフルエンザ患者数の急速な増加に備えて、発熱相談センターや小児

救急電話相談事業 (#8000)等 の電話相談体制の拡充 (時間の延長t

電話回線の増設等)を検討すること。

・(2)地域住民への呼びかけ

外来診療体制を確保するため、救急外来時間帯等における緊急以外の外

来受診を控えることや、電話相談窓日を活用することなどについて、地域

住民に対して呼びかけること。          、

(3)夜間の外来診療に係る地域の診療所等との連携          `
夜間の外来診療体制については、救急外来を設置する医療機関だけでな

く、例えば、インフルエンザ患者の診療を行つている診療所に対して診療

時間の延長や、夜間の外来を輪番制で行うことを求めるなど、地域の診療

所等との連携を図ることl特に、小児患者の外来診療体制については、地

域の小児科を有する病院だけでなく、地域の小児科診療所等 との連携確保

に努めること。            ・

(4)医療従事者の確保

インフルエンザ患者数が急速に増加するような場合には、医療従事者を確

保するため、隣県の医療機関に応援を求めることや、必要に応 じて(基礎疾

患を有する者等である医療従事者に抗インフルエンザウイルス薬の予防投与

を行 うこと等について検討すること。

2.イ ンフルエンザ重症患者の入院医療機関の確保について

各都道府県においては、インフルエンザ重症患者の入院医療機関の確保の

ため、次の対策を検討すること。



(1)一般病床・結核病床への入院や定員を超過した入院の取扱いについて

新型インフルエンザ重症患者が増加した場合に備え、現在業務を行つて

いない一般病床や結核病床を活用するなど、入院患者の受入体制を確保す

ること。

なお、新型インフルエンザ患者を、緊急時の対応として、一般病床や結

核病床の病室に入院させることや、感染症病床の病室に定員を超過 して入

院させることについては、医療法施行規則第 10条ただし書の臨時応急の

場合に該当すること。ただし、この場合においても、感染拡大防止等安全

性の確保に十分注意すること (医療法施行規則及び診療報酬上の取扱いの

,詳細については、別添3-1を参照のこと)。

(2)医療従事者の確保について

定員を超過 して入院させる場合には、重症患者の診療を行う医師や看護

師等の医療従事者を確保するため、病棟間や部門間における配置の再調整

や近隣の医療機関に応援を求ゅること等について検討すること。また、イ

ンフルエンザ患者数が急速に増カロするような場合には、必要に応 じて、基

礎疾患を有する者等である医療従事者に抗インフルエンザウイルス薬の予

防投与を行 うこと等について検討すること。

なお、新型インフルエンザ患者の入院診療を行 う医療機関が、緊急時の

対応として新型インフルエンザ患者を入院させた場合の診療報酬上の取扱

いについては、今後さらに検討する予定である。

(3)透析患者、小児、妊婦等の重症患者の入院医療機関の確保について

新型インフルエンザ重症患者の受入体制の確保のため、入院医療機関の

入院可能病床数、集中治療室病床数及び使用可能な人工呼吸器台数等の状

況把握を行い、必要に応じ、重症患者の受入調整を行える体制を確保する

こと。

特に、透析患者、小児、妊婦等については、新型インフルエンザの感染

により重症化 した場合には、専門性の高い集中治療が必要となる可能性が

高いため、地域において、透析患者、小児、妊婦等の専門治療を行える医

療機関を把握 し、透析患者、小児、妊婦等の重症患者が発生した場合には

当該患者が速やかに受け入れられるよう当該医療機関に協力を要請 してお

くこと。

(4)新型インアルエンザ重症患者の搬送・受入ルニルの策定について

都道府県が中心となり、地域の医療機関や消防機関等の関係者間におい
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て、新型インフルエンザ重症患者が発生した場合の搬送・受入ルールを定

めておくこと。例えば、重症患者が発生した場合に、一定のルールの下に

必ず受け入れる医療機関を定めておくことなどが考えられること。また、

必要に応 じて、新型インフルェンザ重症患者を県域や医療圏を越えて搬送

する場合の調整担当者 (コ ーディネーター)や広域の搬送 0受入ル,ルを

隣県の関係者間で定めておくこと。

以上の体制を確保するため、各都道府県の感染症担当部局、救急医療担

当部局及び消防担当部局においては、連絡会議を開くなど情報共有及び連

携体制の確保に努めることし                    ・

3.医療機関や医療従事者への情報提供について

各都道府県、保健所設置市及び特別区においては、医療機関や医療従事者

等に対 して、次の事項について周知徹底に努めること。なお、新型インフル

エンザに係る手続き等については「医療の確保に関するQ&A」 G」添 3二 2)

を参照のこと。

(1)医療機関における院内感染対策の徹底について

医療機関においては、季節性インフルエンザと同様、標準予防策及び飛沫

感染予防策を徹底すること。特に、重症の入院患者の診療に携わる医療従事

者については、その健康管理を積極的に行うこと。また、医療従事者のみな

らず、医療機関の全ての職員に対して、院内感染対策を徹底すること。詳細

は、別添3-3を参照のこと。

(2)新型インフルエンザの診療について

新型インフルエンザの診療の基本的考え方については、別添 3-4を参照

のこと。また、次の点に留意していただきたいこと。

① 新型インフルエンザの診断と治療

新型インフルエンザの診断においては、簡易迅速検査や PCR検査の実

施は必須ではなく、臨床所見や地域における感染の拡がり等の疫学情報

等から総合的に判断した上で診断を行うことが可能であり、抗インフル

エンザウイルス薬の処方を含む必要な治療を行 うことができること。な

お、基礎疾患を有する者等に対して抗インフルエンザウイルス薬の予防

投与を行う場合については、原則として自己負担となるが、その一部又

は全額を公費負担とすることも各自治体の判断で可能である。
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② 抗インフルエンザウイルス薬の選択   (
我が国の備蓄を含めた抗インフルエンザウイルス薬の供給量はタミフ

ルが中心であり、リレンザの供給量はタミフルに比較して限定的である

こと。

今回の新型インフルエンザの感染者は若年者に多い傾向があるが、10

代の患者についても、合併症・既往歴等からインフルエンザ重症化 リス

クの高い患者に対し、タミフルを慎重に投与することは妨げられておら

ず、今回の新型インフルエンザウイルスはタミフル感受性であることや

リレンザの備蓄量等も勘案 して、抗インフルエンザウイルス薬の効率的

な使用を考慮すること。なお、抗インフルエンザウイルス薬の備蓄量に

ついては、別添 3-5を参照のこと。

③ 慢性疾患等を有する定期受診患者べの処方

慢性疾患等を有する定期受診患者については、感染機会を減らすため長

期処方を行 うことや、あらかじめ、発症した場合の自己管理の方法や服薬

に関する注意点等を説明しておくことにより、発症時には電話による診療

でファクシミリ等による抗インフルエンザウイルス薬等の処方をするこ

とができること。ただし、重症化する兆候を認めた際には、疇躇せず医療

機関等に電話で相談するよう説明すること。ファクシミリ等による処方の

場合の具体的な取扱いについては、別添 3-6を参照のこと。

(3)新型インフルエンザの事例報告等について

新型インフルエンザ患者の事例報告について、別添3-7を参照のこと。

引き続き、診療関連情報については、厚生労働省のホームページや国立感

染症研究所のホームページ等において、医療従事者向けに情報提供がなさ

れていること。また、社団法人日本小児科学会より、小児患者におけるイ

ンフルエンザ脳症の発生について注意喚起がなされていること (平成 21年

8月 28日 厚生労働省新型インフルエンザ対策推進本部事務連絡「インフル

エンザ脳症に係る注意喚起について (依頼)J)。

(4)人工呼吸器の管理や保守点検について

医療機関においては、各医療機関内に保有している人工呼吸器について、

稼働状況や管理状況の把握を行い、人工呼吸器の保守管理に努めること。

また、人工呼吸器を使用する患者が増加 した場合には、院内の人工呼吸器

を効率的に使用することについて検討すること。
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4.地域住民や自宅療養を行う慢性疾患等を有する患者への情報提供について

各都道府県、保健所設置市及び特別区においては、次の事項について、地

域住民や自宅療養を行 う慢性疾患等を有する患者人の情報提供に努めること。

(1)地域住民べの情報提供

自宅においても、手洗い、うがい等の感染予防対策が重要であること。

また、発熱等の症状を認めて、インフルエンザに感染したかもしれないと

思う場合には、患者向けの手引き (「インフルエンザかな ?」 症状がある方々

へ受診と療養の手引き (別添3-8))を参照し、適切な対応をとること。

(2)自 宅療養を行う慢性疾患等を有する患者への情報提供

自宅療養を行 う慢性疾患等を有する患者については、日常生活の注意点

。 (別添 3-9)を 参照し、感染予防対策に心掛けること。また、あらかじ

めかかりつけ医から、発熱等の症状を認めた場合の対応方法等について説

明を受けておくことが望ましいこと。もし、重症化する兆候を認めた際に
°

は、躊躇せず医療機関もしくは発熱相談センター等に電話で相談すること。
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.      別添3-1

新型インフルエンザの重症患者を感染症病床の定員を超過して入院させる場合

等の取扱いについて

つ い

1.医療機関が新型インフルエンザの重症患者を感染症病床の定員を超過して

入院させる場合等の医療法上の取扱い如何。

(4雪F)

新型インフル■ンザの患者を、緊急時の対応として、①感染症病床の病室に

定員を超過 して入院させる場合、②一般病床、療養病床、精神病床若しくは結

核病床の病室に入院させる場合又は③廊下や処置室等病室以外の場所に入院さ

せる場合は、医療法施行規則第 10条ただし書の臨時応急の場合に該当する (参

考 1、 参考 2).

ただし、その場合においても、個室隔離や動線の分離など、感染拡大防止等

安全性の確保に十分に注意する必要がある。         ・

なお、定員超過入院等は緊急時の一時的なものに限られ、常態化する場合に

は、医療法の感染症病床の増床手続を行 う必要がある (新型インフルエンザ患

者を入院させるための病床については、医療法施行規則第30条の 32の 2第

1項第 11号の病床に該当するため、医療法第30条の 4第 7項により、都道

府県は、厚生労働省に協議し同意を得た病床数を基準病床数に加えて、増床手

続を行うことができる (参考 3)。 緊急に増床を行う必要がある場合は、厚生労

働省医政局指導課に相談していただきたい。)。
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2.新型インフルエンザの患者が多数入院してきたため、病室に所定病床数を

上回る患者を入院させることとなつた場合、入院基本料の減額措置の対象と

なるの力、

(答 )

災害等やむを得ない事情の場合には、当該減額規定は適用 しないため、今回

の新型インフルエンザが原因で定数超過 となつた場合には、減算とはならない

(参 考 1)。

3,新型インフルエンザの患者を廊下や処置室等の病室以外の場所に収容した

場合は、入院基本料は算定できるか。

(4冒F)

患者を廊下や処置室等の病室以外の場所に収容した場合は、入院基本料lま算

定できない。ただし、当該患者に対して行う処置等に係る診療報酬については、

算定要件を満たせば算定できる。

4。 新型インフルエンザの患者を入院させる病床を臨時的に確保 した場合、看

護要員の配置数や病床数が、留意事項通知 「基本診療料の施設基準等及びそ

の届出に関する手続きの取扱いについて (平成 20年 3月 5日 保医発 0305002)」

の「第 3 届出受理後の措置等」のただ し書に定める届出を要 しない一時的

な変動の範囲内であれば、既存病床に入院する患者について 7_対 1入院基本

料を算定することができるか。

(答 )

届出を要しない一時的な変動の範囲内である場合※には、算定できる。

※ 入院基本料算定病棟における看護要員と入院患者の比率については、歴

月でlヶ 月を超えない期間の1割以内の一時的な変動は認められている。
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○

て

鰺 考 1)

(平成一一年二月―五日)

(総第一〇号・保険発第一三号)

(各都道府県衛生主管 (部)局長 0民生主管 (部)局長あて厚生省健康政策局総務

課長・厚生省保険局医療課長通知)

インフルエンザの流行に係る医療法施行規則第一〇条等の取扱いについ

医療法施行規則 (昭和三二年厚生省令第五〇号)第一〇条及び保険医療機関

及び保険医療養担当規則 (昭和三二年厚生省令第一五号)第一一条第二項並び

に入院環境料等の算定等に係る診療報酬上の措置については、その取扱いに遺

憾なきを期されているところであるが、今般のインフルエンザの流行に伴い、

左記のとおり、当該取扱いを念のため周知徹底することとしたので、御了知の

上、貴管下医療機関等の関係者に周知されたい。

言コ
言已

一 医療法施行規則第一〇条により、病室に定員以上の患者を収容することや

病室以外の場所に患者を収容することは、患者の療養環境の悪化を招くため、

原則認められていないところであるが、インフルエンザの流行等により近隣

の医療機関に受け入れ体制がないなどの緊急時においては、定員以上の収容

を認めているものであること。

また、保険医療機関及び保険医療養担当規則第一一条第二項により、保険

医療機関は、医療法 (昭和三二年法律第二〇五号)に基づき許可等を受けた病

床数 (以下「許可等病床数」_と いう。)の範囲内で患者を入院させなければな

らないこととされているが、インフルエンザの流行等の場合は、同項但書の
「災害その他のやむを得ない事情がある場合」に該当し、許可等病床数を超

えて患者を入院させることができるものであること。

ただし、やむを得ず定員超過収容等を行う場合においても、一時的なもの

に限り、常態化することは認められず、院内感染には十分注意する必要があ

ること。

二 診療報酬においては、保険医療機関における入院の適正化を図るため、当

該保険医療機関の所定病床数を上回る入院患者を入院させているいわゆる

定数超過入院については、入院環境料、看護料及び入院時医学管理料の減額

を行 うとともに、入院時食事療養 (1)及び特別管理の届出並びに新看護等の

届出を行うことができないこととされているが、一のインフルエンザの流行

等に伴 う緊急時の定数超過入院については、入院環境料等の減額等の措置を

適用しないものとして取り扱っているものであること。
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(彦胡彗2)

〇 医療法旅行規則 (昭和23年厚生省令第 50号)(抄)

第 10条 病院、診療所又は助産所の管理者は、患者、妊婦、産婦又はじよく

婦を  入院させ、又は入所させるに当たり、次の各号に掲げる事項を遵守

しなければならない。ただし、第一号から第二号までに掲げる事項について

は、臨時応急のため入院させ、又は入所 させるときは、この限りでない。

一 病室又は妊婦、産婦若 しくはじょく婦を入所させる室 (以 下「入所室」

という。)には定員を超えて患者、妊婦、産婦又はじよく婦を入院 させ、

又は入所 させないこと。

こ 病室又は入所室でない場所に患者、妊婦、産婦又はじよく婦を入院させ、

又は入所 させないこと。        ・

三 精神病患者又は感染症患者をそれぞれ精神病室又は感染症病室でない

病室に入院させないこと。

四 同室に入院させることにより病毒感染の危険のある患者を他の種の患

者 と同室に入院させないこと。

五 病毒感染の危険のある患者を入院 させた室は消毒 した後でなければこ

れに他の患者を入院させないこと。

六 病毒感染の危険のある患者の用に供 した被服、寝具、食器等で病毒に汚

染 し又は汚染の疑あるものは、消毒 した後でなければこれを他の患者の用

に供 しないこと。
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鰺 考 3)
0 特定の病床等に係る特例について

特定の病床等については、各区域で整備する必要のあるものに限り、各区

域で基準病床数を超える病床が存在する等 (病床過剰地域)の場合でも必要
に応じ例外的に (都道府県知事の勧告が行われることなく)整備できるもの

とされている。

1.特定の病床に係る特例
医療法第 30の 4第 7項、医療法施行令第 5条の 4、 医療法施行規則第

30の 32の 2第 1項                          .

(1)対象病床

① がん又は循環器疾患の専門病床

② 刻ヽ児疾患専門病床
・  ③ 周産期疾患に係る病床

④ 発達障害児の早期 リハビリテーション等に係る病床

⑤ 救急医療に係る病床

⑥ 薬物 (ルコーlpそ の他)中毒性精神疾患、老人性精神疾患、小児精神

疾患、合併症を伴う精神疾患に係る病床

⑦ 神経難病に係る病床       
・ ・

③ 緩和ケア病床

⑨ 開放型病床

⑩ 後天性免疫不全症候群に係る病床

① 新興 。再興感染症に係る病床

⑫ 治験に係る病床             _
⑬ 診療所の療養病床に係る病床

(2)特 例‐
  厚生労働大臣に協議し、その同意を得た数             「

2.人 口急増等に係る特例

医療法第 30の 4第 6項、医療法施行令第 5条の 3、 医療法施行規則第
30の 32                         ・

(1)対 象

① 急激な人口の増加が見込まれる

② 特定の疾病にり患する者が異常に多い

③ その他特別な事情が認められる

(2)特 例

厚生労働大臣に協議し、その同意を得た数
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別添 3-2-1

医療の確保の関するQ&A

問 1 新型インフルエンザを疑わせる症状がある場合、患者の医療機関受診は

どのような流れになるのか。

(答 )

基礎疾患のない患者については、別添 3-2-2を 参照されたい。一方、基

礎疾患を有する患者等については別添 3-2-3を 、妊婦にういては別添 3-
2-4を 、参照されたい。 |

問 2 すべての医療機関で発熱患者の診療を行 うとされたが

者の診療を行わないこととされていた医療機関については、

時間的・空間的分離の対応を行わなければならないのか。

、これまで発熱患

動線の分離などの

(答 )

原則 として、全ての医療機関において、院内での感染予防のために時間的ま

たは空間的に発熱患者の分離に努めていただくことが重要になるが、その程度

については、医療機関が対応可能な範囲で判断することとなる。たとえば、小

規模の診療所においては、つい立てにより受診待ちの区域を分ける等の工夫が

限度であると判断することも考えられるが、発熱患者に対してマスク着用の徹

底を行 うことや、医療従事者も可能な限り常時サージカルマスクを着用 してい

ただくなどの対応をお願いしたい。なお、外来の動線分離に関する実例につい

ては、別添 3-2-4を 参照されたい。

問 3 6月 25日 付け事務連絡 (「 医療の確保、検疫、学校・保育施設等の臨時

業の要請等に関する運用指針」の改定について)では、「自宅療養の期間は、

発症 した日の翌 日から7日 を経過するまで又は解熱 した日の翌々日までとす

るL」 とあるが、発症した日の翌日から7日 又は解熱後 2日 を経過したが、咳

などの症状が続いている場合は、自宅療養を継続するのか。

(4奎ド)

咳などの症状が続く場合は、症状が消失するまで自宅療養を継続することが

適当である。

通常、新型インフルエンザ患者で自宅療養が可能な軽症の患者であれば、発

症した日の翌日から7日 又は解熱後2日 を経過すれば、その多くは症状が消失

していると考えられるが、もし、それ以降も症状が続く場合には、新型インフ

ルエンザウイルスによる感染が遷延している可能性も否定できないため、症状

が消失するまで自宅療養とすることが適当である。なお、重症化する兆候を認
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めた際には、疇躇せず医療機関又は熱相談センターに電話で相談することが重

要である。

問4 患者の診療費用はどうなるのか。公費負担となるのか。

(答 )

患者の外来診療については、通常の診療と同様に扱う。なお、予防投与につ

いては保険診療の対象外となる。

患者の入院診療については、感染症法に基づく入院措置を行わない場合は公

費負担の対象とならず、通常の診療と同様に扱う。

問 5 重症または重症化の恐れがあるとして入院した患者の退院は、医師の判

断で行 うことでよいか。PCR検査が必要となるか。

(4層卜)

入院措置によらず、重症または重症化の恐れがあるとして入院した患者の退

院については、症状の改善等に基づく医師の判断による。この場合、退院に際

してPCR検査を行 う必要はない。

問6 濃厚接触者に対する予防投与は、原則、基礎疾患を有する者等とされて

いるが、医療従事者や水際対策関係者 (以下、「医療従事者等」・という。)

に対して、公費負担で予防投与を行うことは可能か。

(答 )

医療従事者等のうち、基礎疾患を有する者等がウイルスに曝露された場合に

は予防投与を行 う。原則、自費負担 となるが、その一部もしくは全額を公費負

担 とすることも各自治体の判断で可能である。       .

問 7 濃厚接触者であるが基礎疾患等を有しない者に予防投与を行 うことは可

能か。

(4蒼F)

個々の事情に応じて、医師の判断により予防投与は可能である。

問8 同一の患者に対して同一診療日に、一部の薬剤を院内において投薬し、
・

他の薬剤を院外処方せんにより投薬することは、原則として認められないが、

医薬品の在庫管理等の関係から、同一患者に対して、タミフルの投薬は院内

処方で、それ以外の医薬品の処方は院外処方とする取扱いは認められるのか。

(4瞥ド)
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同一患者に対して院内における投薬と院外処方せんによる投薬を同時に行う

ことはやむを得ない。ただし、診療報酬の算定にあたつては、F000調剤料

及びF100処方料は算定できず、F400処方せん料を算定すること:なお、

この場合であつても、院内投薬にかかるF200薬剤は算定できる。

問9 県が備蓄している抗インフルエンザウイルス薬を、予防投与に使用した

場合、国からの補充はあるのか。

(答)       ,
今回の運用指針では、濃厚接触者に対する予防投与は、基礎疾患を有する者

等を対象 としている。これは、個人の重症化防止の観点から行われるものであ

り、感染拡大防止の観点から行われるものではないことから、原則 として、国

からの補充は行わないが、必要に応 じて、ご相談いただきたい。

間10 予防投与の対象者として示された基礎疾患を有する者等の範囲には

「幼児」が含まれているが、4歳以下の幼児に対する予防投与に関し、安全

性が確立したとされる医薬品が日本にない。この場合、幼児に対する予防投

与はどうすべきか。

(答 )

4歳以下の基礎疾患を有する幼児への予防投与については、適応の有無にか

かわらず、かかりつけの医師の判断に基づき、タミフル ドライシロップ等を処

方することが可能である。その際には、禁忌等の使用上の注意に十分留意する

こと。なお、処方に際しては、国立感染症研究所のホームページのガイ ドライ

ンなどを参考にされたい。

(http://idsc.nih.go,jp/disease/swine_influenza/2009idSC/antivira12.ht

ml)

問11 濃厚接触者について、外出自粛の協力を求めることとしているが、職

務の継続可否についてはどのように判断すればよいか。

(答)       
｀

職務の必要性や職務の内容に応 じて、可否を判断する。朝夕の検温や うがい

手洗いなどの健康管理を行つた上で、インフルエンザ様症状がない場合につい

ては、職務の継続が可能となると考えられる。
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問12 新型インフルエンザ患者でお亡くなりになつた方が出た場合、遺体を

扱う場合の感染防止対策は、季節性インフルエンザと同様の対応としてよい

か:

・ (答 )

遺体の取り扱いについても、季節性インフルエンザと同様の標準予防策を

行つていただきたい。
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急な発熱と咳やのどの痛みなどの症状がある

かかりつけの医師がいる

受診する医療機関が分かる

かかりつけの医師がいる者は、まず電話で

問い合わせて、受診時間等の指示に従う。そ
の医療機関での診療が困難であると判断さ
れた場合は、発熱外来機能を有する医療機
関の紹介を受ける。

原則として全ての一般医療機関が対応する。
ただし、発熱外来機能事を徹底.

入院の必要性の判断

状に不安がある等の場合に活
用する。

いいラL

原則

寺発議外4at  発熱患者とその他の患者について受診待ちの区域を分ける、診療時間を分けるなど、院内感

糞碧錆護事    彙派邁露詈鷺堰冦福し省
等は離翻外のとψ!場糾

C検討する。



必要に応じて

紹介

1)基礎疾患等
ここでいう基礎疾患等とは、新

型インフルエンザに罹患するこ

とで重症化するリスクが高いと

考えられている者をいう(ハイリ
スク者)。

通常のインフルエンザでの経

験に加え、今回の新型インフル
エンザについての海外の知見

により、以下の者が該当すると

考えられる。

妊婦、幼児、高齢者、慢性呼

吸器疾患:慢性心疾患・代謝性

疾患(糖尿病等)・ 腎機能障害・

免疫機能不全(ステロイド全身

投与等)等を有しており、治療経

過や管理の状況等を勘案して

医師により重症化のリスクが高
いと判断される者。

急な発熱と咳やのどの痛みなどの症状がある

基礎疾患等のある患者は、まず、かかりつけ
の医師に電話で問い合わせて、受診時間等
の指示に従う。その医療機関での診療が困難
であると判断された場合は、発熱外来機能a
を有する医療機関の紹介を受ける。夜間など
の発熱の場合についても、あらかじめどのよう
にするかを決めておくことが望ましい。・

麗き矮懸蹴 躙 ダ対応する。

入院の必要性の判断



妊婦に症状を認めた場合、妊婦から妊婦ヘ

の感染を極力避けるため、原則としてかかり

つけ産科医療機関を直接受診することは避け、

発熱外来機能を有した―般医療機関にあら

かじめ電話をしてから受診する。 蟄 響 鶴 擬 孵 9Fな
出こ型

妊婦は、あらかじめ、かかりうけ医師と相談し、

疑う症状が出た際に相談する医療機関を決めて
'お

く。夜間などの発熱の場合についても,あらか
じ誘Eあようにするかを決めておくことが望ましし

■

■■■ ■■■り              ・

必要に応じてファクシミリなどによる
妊娠経過の基礎疾患の情報提供

キ 発熱患者とその他の患者について受診待ちの区域を分1掲、診療時間を分けるなど、院内感

染対策を強に た外来機能のこと。公共施設や屋外テント等の医療機関以外のところに発熱外

来を設置する必要性は、都道府県が地域の特性に応じて検討する。



A診療所
(無床のビル診療所で内科・小児科を標榜)

診療所が空間的に外来患者を分離することの不可能な

設計であり、時間的に発熱患者をその他の患者から分離

する方針を採用した。運用にあたっては、この方式をポス

ターおよびチラシ配布で地域住民に周知し、発熱相談セン

ターを運用する保健所にも連絡した。
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B総合病院
(約8oO床を有する地域の中核医療機関)

救急外来を含めて発熱患者の受診を時間的にコント
・

ロールすることが不可能であり、空間的に発熱患者をそ

の他の患者から分離する方針を採用した。運用にあたつ

ては、入口と受付にポスターを掲示し、トリアTジナースが

速やかに発熱患者専用待合エリアに誘導した。

▲
ガラス戸により分離
できるエリアを設置

内側潔駅鬱レ



別添3-3-1

2009年5月 31日

国立感染症研究所 感染症情報センター

医療機関における新型インフルエンザ感染対策

本文書は、2009年5月 31日 時点で得られている様々な情報をもとに、新型インフルエン

ザの患者などからの医療関連感染 (院内感染)をできるだけ防止するための、現時点で全

国すべての地域て邁用できる暫定的な手引きである。今後、知見が積み重なるに従つて改

訂される可能性がある。       `

以下、上記の推奨に至った理由につき簡単に説明する。詳細は、2009年 5月 20日 国立

感染症研究所 感染症情報センター 発出の、「医療機関での新型インフルエンザ感染対

策 :第二段階 (ま ん延期)以降」[1]を参照のこと。

推奨する感染対策

●

　

●

すべての医療機関において、すべての外来患者を含む来訪者に対する発熱や咳、く

しやみなどのインフルエンザ様症状を指標としたスクリァニングを行う。医療機関

の入り口に近いところでその有無をチェックする

インフルエンザ様症状を呈している患者と、そうでない患者を別の領域に誘導する

これらの業務に従事するスタッフは、常時サージカルマスタを着用していることが

望ましい           .
・インフルエンザ様症状を呈している患者に対して迅速診断キットやウイルス分

離・PCR検査のための検体を採取する場合は、それに加えて眼の防護 (ゴーグルま

たはフェイスシール ド)と手盤を着用する。この手技は、他の患者からなるべく離

れた場所で行うようにする

インフルエンザ様疾患の患者に対して入院加療が必要な場合、用いる病室は個室が

望ましいが、他の患者と十分な距離を置くことのできる状況では、インフルエンザ

様疾患の患者を同室に収容することも考慮する

インフルエンザ様疾患の患者の部屋に入室するスタッフは、サージカルマスクを着

用する。手指衛生の励行に努める

インフルエンザ様疾患の患者に対する気管支鏡、気管内挿管などのエアロツルを産

生するリスクのある手技は、個室で行い、スタッフはサージカルマスクに代えてH95

マスタまたはそれ以上の性能の呼吸器防護具、EO防護_(ゴーグルまたはフェイス

シール ド)も 手彙を着用することが望ましい

常に、標準予防策や手指脩生も忘れずに行う
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流行状況や感染経路などに関する現状分析

世界中で公式報告数だけでも10000人以上、アメリカでは10万人とも言われる患者が発

生している状況は、新型インフルエンザA(HlNl)がすでにヒトからヒトヘ感染伝播する能

力を十分に身につけていると考えるに足る状況である。日本でも5月 31日 午前9時現在、370

余名が確認されており、そのほとんどが国内での感染伝播事例である。日々 の確定患者数

は減少傾向にあるが、地域によっては市中での伝播が完全に終息はしていないと考えるベ

き状況である。

つまり、本疾患は市中感染を主体とする季節性インフルエンザと同様にとらえるべき状

況にあり、院内での感染 (医療関連感染)をいくら厳格に行っても医療従事者の感染は防

ぎきれないことをまず認識すべきである.

本疾患の感染経路

本疾患の感染経路が接触・飛沫・空気感染のいずれによるものであるかという点に関す

る情報はまだ少ない。季節性インフルエンザと同様に飛
―

が主体であると考えられる。

暫定的ではあるが、大阪府の高校における集団発生の疫学調査からは、教室の座席位置の

近いものから順々に伝措していつたような所見もあり、一気に教室全体に広がる空気感染

よりは、近距離の感染伝括様式である飛沫感染を示唆する所見である。 .
また、メキシヨの村における集団発生事例で結膜炎が9.酬に認められたとする一方、ア

メリカの642例の報告では結膜炎に関する記載はない。日本の症例でも眼の症状を呈して

いる患者はほとんどいない。従つて、眼を感染艇路と考える必要はあまりないものと考え

られる。同様に、下痢や嘔吐を呈する患者の割合についてもアメリカの報告と日本の症例

で差があり、また便や嘔吐物などの感染性についても明らかでない。従つて、便や嘔吐物

については標準予防策を基準とする対応でよいと思われる。

以下、医療施設の場所ごとの感染対策について簡単に述べる。   ・

【A】 症例に対して医療従事者が最初に接する場所 (外来領域など)での感染対策

新型インフルエンザに関して想定される主な感染経路である飛沫感染を防ぎ、また医療

従事者自身が市中で感染し、発症前日 (=感染源となりうるが、無症状)である可能性も

ふまえ、特に人と人が大勢出会うこの病院区域においてサージカルマスクをスタッフが常

時着用することは意味があると考える。季節性インフルエンザの流行シーズンに外来スタ

ッフがサージカルマスクを着用し、手指衛生を頻回に行うのと同様である。     ・

患者同士の距離を取ることも大切である。屋外に一時的に待合い施設を設けるのも一つ

の案である。

鼻腔や咽頭などから検査のための検体を採取する際には、飛沫の飛散のリスクが高まる。

眼を感染経路と考える必要はあまりないが、眼の粘膜を守るため、標準予防策としての限

の防護具が必要と考える。
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iB】 確定患者のケアを行 う医療従事者のとるべき経路別予防策

CDCは患者の部屋に入室する際にN95マスクの着用を勧めている[2]が、ⅢOはそれを

勧めていない。空気感染の明確なエビデンスがないこと、今後N95マ スクが不足してくる

こと、市中感染が発生している状況と医療機関において高度な感染対策を行つていること

とのバランスの問題、から、通常のケアに従事するスタッフは聰5による空気予防策を取

る必要はなく、飛沫予防策と手指衛生を標準とすべきである。またこれは、地城の流行状

【C】 患者を収容する病室

少なくとも陰圧室は必要ない。個室が足りなければインフルエンザの患者同士を同室に

収容するのが適切である.エアロゾルを産生する気管内挿管などの手技を行 う際には、換

気のよい部屋で行 う。詳細は以前の手引きを参照のこと。

[1]htt″ /idw.耐 hPgα jp/disease/s宙 nLinmuenza々 009idsc/infectioLCOntrol_2.html

[2]CDC:医療機関におけるプタインフルエンザA(HlNl)感染が確認された患者または疑わしい患

者のケアにおける感染制御・暫定的手引き

http://w―。cdc.gov/hl■ lfluノ guidelines_infectioLCOlltrol.htm(英諭

http:〃 idsc.ni h.go.jp/disease/swine influenza/2009cdc/CD∈ infectiOLcontrol.html(日 本

語訳)

[3]Ⅷ O:A(HlNl)ブ タインフルエンザの確認されたあるいは疑わしい患者のケアを行う医療施設

における感染制御と対策 。暫定的手引き

http://m:wh。。int/csr/r`sources/publications/infection_contro1/en/index.html (夢 寺冨吾)

httD:〃idSc.nih。 ■o.jp/digease/swine_influenza/2009who/09Who41,■ ittL(日本語訳)

薔 冊 ― 摘 で あ る^
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別添 3-3-2

2009年6月 1日  |

国立感染症研究所 感染症情報センター

医療機関におけるハイリスク者に関する

感染防止策の手引き

:は じめに

この手引きは、新型インフルエンザA(HlNl)が発生している地域において、基礎疾患の

ある者や妊婦 (以下、「ハイリスク者」と言う。)をできるだけ感染から守るために、医

療機関において推奨される対策を示すものである。

現在発生している新型インフルエンザA(HlNl)は、通常のインフィレエンザと同様の感染

性と強い伝播力があるとされているが、多くの患者が軽症のまま回復している。しかし、

海外においてはハイリスク者において死亡を含む重篤化例が報告されている。よつて、今

後の医療体制の重要な目標として、ハイリスク者への感染をできるだけ防止することが挙

げられる。                        ヽ

なお、この手引きは現在までの知見に基づく暫定的なものであり、今後知見が積み重な

るにつれてその内容が変更される可能性がある。

=外
来都門において推彙される対策

1.全ての医療従事者が標準予防策に加えて飛沐予防策を実施する

全ての医療従事者が標準予防策を徹底する。カロえて、新型インフルエンザに感染してい

るかどうかに関わらず、全ての患者のケアに際してサージカルマスクを着用する等、飛沫

予防策を実施することを考慮する。

2.発熱患者とその他の患者の動線を分ける

すべての医療機関において、すべての外来患者に対する発熱等の症状のスクリーニング

を行うこと。たとえば、医療機関の入り口に近いところで、発熱や呼吸器症状の有無をチ

ェックし、これを認める者については別室や他の患者から離れたエリアに誘導する。

とくに発熱外来を担当する医療機関は、入口を分ける、時間帯を分ける等により発熱患者

とその他の患者との動線を分けるようにし、また、来院者にこれを周知する。

3.ハイリスク者へは長期処方をすることによりその受診を回避する

患者発生が少数である時期より、すでにコントロールがついているハイリスク者につい
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ては可能な限り長期処方を行つて、急速に患者数の増カロがみられる時期に医療機関を受診

する機会を極力減らすように調整する。

4.フ アクシミリ等による処方せんの送付について検討する

事前にかかりつけの医師が了承しておくことで、発熱等の症状を認めた際に、電話等に

よる診療により新型インフルエンザヘの感染の有無について診断できた場合には、診察し

た医師はファクシミリ等により抗インフルエンザウイルス薬等の処方せんを患者が希望す

る薬局に送付することができる。

また、とくにハイリスク者については感染源と接する機会を少なくするため、一般的に

長期投与によつて、なるべく受診間隔を空けるように努めることが原則であるが、電話等

による診療により診断ができた場合、診察した医師はファクシミリ等による慢性疾患等に

係る処方せんを患者が希望する薬局に送付することができる。

I入 院部門において推奨される対生

1.発熱患者とその他の患者の病床エリアを分ける

診断がついているか否かによらず、発熱する患者については新型インフルエンザの可能

性があるものとして、院内のエリアを分ける工夫が推奨される。また、ハイリスク者が発

熱した場合についても、発熱している入院患者のエリアに移動させる等して、院内感染の

拡大を予防する.

2.ハイリスク者の診療を担当する医療従事者はサージカルマスクを着用する

全ての医療従事者が標準予防策を徹底することが大切であるが、ハイリスク者の診療を

担当する医療従事者は、常にサージカルマスクを着用しておくことが望ましい。

3.ハイリスク者の待機的入院を控える

急速に患者数が増力|している時期において、医療機関は、ハイリスク者の教育や検査目

的の待機的入院や延期することが可能な手術を控えることが望ましい。ただし、これらの

延期については息者自身の同意のもとに決定する。

4.ハイリスク者が入院する病棟への不要不急の見舞いを制限する

急速に患者数の増加がみられる地域では、ハイリスク者が入院する病棟への不要不急の

見舞いを制限することで、ウイルスが病棟内に持ち込まれる可能性を極力減らすように協

力を求める。            
・

主治医が必要と認める見舞い客については、事前に発熱もしくは呼吸器症状がないこと

を確認する。また、院内では常にサージカルマスクを着用するように協力を求める。
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ⅣJ彙 ク者に勧める感染対策
・

1.感染防止策についての正しい知識を身につける

新型インフルエンザやその感染防止策に対する正しい知識を持つため、テレビ、新聞等

のマスメディアやインターネットなどにより情報収集を行うとともに、居住地域の状況に

ついては、地方自治体の提供する情報の収集に努めるよう勧める。また、自らの持病につ
・
いてもよく理解し、主治医の指導に従つた生活習慣と内服等を維持するよう、勧めること

はもつとも大切である。

2.医療機関を受診する場合には事前に電話をかける

急速に患者数が増カロしてぃる地域で受診を希望する場合には、緊急時を除き、なるべく

事前に電話をかけてかかりつけの医師から受診すべきかの判断を求めるように勧める。ま

た、受診の予約をすることで、医療側は長時間にわたり院内で待つことがないようにする。

3.院内ではサージカルマスク着用と手洗いを心がける

発熱外来に限らず、すべての医療機関において新型インフルエンザに感染している患者

が受診している可能性があるものと考え、医療機関を受診する場合には必ずサージカルマ

スクを着用することを勧める。さらに、こまめに手洗いもしくはエタノーノン等による手指

消毒を心がけてもらう。

4.待合室では他の患者から離れた場所に座る

医療機関において指定されたエリアがない場合には、なるべく他の患者からは離れた場

所で診察の順番を待つてもらうよう誘導する。

なお、本手引きの使用にあたつては、厚生労働省から発出されている以下の資料を参考

とされたい。

●医療体制   ｀

1)医療体制に関するガイドライン (厚生労働省・平成21年2月 17日 )

http://www.cas.go.jp/Jp/selSaku/fu1/guide/090217keikaku.pdf

2)新型インフルエンザ感染者の増加に伴う医療機関における外来診療について (厚

生労働省・平成21年 5月 22日 )

http://www.mhlw.go.jp/klnkyu/kenkou/influenza/d1/infuo9o523-07.pdf

3)医療の確保、検疫、学校・保育施設等の臨時休業の要請等に関する運用指針 (厚

生労働省・平成21年 5月 22日 )

http://ww‖ mhiw_go.jp/kinkyu/kenkou/influenza/dl/090522-03b.pdf

4)フ ァクシミリ等による抗インフルエンザウイルス薬等の処方せんの取扱いについ

・
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て (厚生労働省・平成21年5月 22日 )

http://wtt mhlw.gO.jp/kinkyU/kenkou/influenza/d!/infuo9o523-05.pdf

●院内感染対策           ・・

1)医療施設等における感染対策ガイドライン (厚生労働省・平成19年3月 26日 )

http:/m mhlw.gO・ jp/bunya/kenkou/kekkaku― kansenshou04/pdf/09-07.pd「

●その他

1)重篤化しやすい基礎疾患を有する者等について (厚生労働省・平成21年 5月 22日 )

http://www.mhlw.go.jp/kinkyu/kenkOu/inf!uenza/dl/infuo90523-04.pdf               .

※引用については現時点では適切ではなくなつたものがあるため、一部変更している。

(医療班)      、
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別添 3-4

平成 21年 8月 28日

新型インフルエンザ (A/HlNl)診療の基本的考え方
・

○ 厚生労働省「秋以降の新型インフルエンザ流行における医療体制。

抗インフルエンザウイルス薬の効果などに関する研究J班 (主任研

究者 工藤宏一郎、分担研究者 り:1名 明彦)

1,出床像

新型インフルエンザの臨床症状はζ現在のところ、通常のインフルエンザとほぼ同様と

考えてよい。ほとんどの患者に発熱、咳嗽、咽頭痛がみられ、 1割程度に消化器症状を認

める。多くは5日 間程度の経過で軽快するが、まれに、急性呼吸不全、筋炎、脳症、多臓

器不全の報告がみられる:慢性呼吸器疾患、心血管疾患(糖尿病、腎疾患、免疫不全、高

度肥満、妊娠などの者は重症化しやすいと考えられている。一方、まれに、上記のような

因子を有さない健康な者の重症例も報告されている。

2J診断

新型インフルエンザ感染症は、インフルエンザ様症状を示す疾患のひとらでぁり、38℃

以上の発熱および上気道症状を呈する。診断にあたつては、患者との接触歴、地域での流

行状況を勘案して、他の発熱疾患も念頭において診断する。インフルエンザ迅速抗原検出

キットの使用|ま診断の参考となるが、通常のインフルエンザの場合より感度が低いと考え

られることに注意する.新型インフルエンザの流行状況については、厚生労働省が発表す

るサーベイランス情報などを参考にする。・なお、息切れ、呼吸困難、低血圧、意識障害な

どは、重症化の兆候と考えられるため、入院治療を考慮する。また、このような症状を認

める場合には、できるだけ早期に医療機関を受診するよう、定期通院患者などには説明し

ておくこと。

3.治凛

抗インフルエンザウイルス薬の投与の遅れが原因と考えられる重症例が認められており、

現時点では、とくに重症化のリスタがある者に対しては積極的に抗インフルエンザウイル

ス薬を使用するのが望ましい.用法・用量は、通常のインフルエンザと同じでよい。ただ

し、妊婦や小児など投与に注意を要する患者については、それぞれの専門医と連携して判

断する。なお、新型インフルエンザウイルスは、我が国では予防内月風中に発症したような

例外を除き、オセルタミビルおよびザナミビルに感受性であることが現時点では確かめら

れている。一方、アマンタジンには耐性である。発熱や咽頭痛に対して、アセ トアミノフ

ェンなどの解熱鎮痛薬、咳嗽に対して鎮咳薬を用いることができる。細菌感染の合併には

注意を払い、それが疑われる場合には微生物学的検査を行い、道切な抗菌薬を使用する。

急性呼吸不全を呈する重症肺炎には、コルチコステロイ ド薬の使用をする場合もあるが、
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その効果ははつきりしていない。

4.入院の適応

入院の適応についても、通常のインフルエンザと同様に判断する。隔離目的の入院は必

要なく、原則として軽症者は自宅療養とする。ただし、重症化しやすい基礎疾患のある患

者では、経過をこまめに観察することが望ましい。新型インフルエンザにおいては、経過

の極めて速い増悪例ときに死亡例が海外では報告されているので、呼吸不全、意識障害、

けいれんの持続、脱水や基礎疾患の急速な増悪の兆候が認められる場合には、入院の適応

である。必要に応じ、人工呼吸、血液浄化療法が行える医療機関に紹介する。

5.小児への対応

今後、感染の拡大に伴い、予L幼児の新型インフルエンザの増加が懸念される。とくに、

発熱に伴うけいれん、異常な音動、意識障害などはインフルエンザ脳症の初期症状のこと

もある。また、重症の肺炎も、この年齢層で、世界的に発症がみられ、呼吸困難 (浅く速

い呼吸や顔色不良、喘鳴などの症状)に注意が必要である。こうした「いつもと違う」症

状の時には、早めに受診させることがのぞましい。発熱時に服用する解熱剤のなかには、

アスピリン、メフェナム酸、ジクロフェナクナ トリウムなど小児への使用が禁止されてい

るものもあり、使用する場合にはアセ トアミノフェンが推奨される.診療にあたつては、

保育園、学校など周 りの流行の情報を得ておくことも必要である。 (厚生労働省「インフル

エンザ脳症など重症インフルエンザの発症機序の解明とそれに基づく治療法、予防法の確立に関

する研究J班 主任研究者 森島恒雄)

6.高齢者への対応

新型インフルエンザの流行は若年層を主に拡大しているが、高齢者が感染した場合には

重症化するリスクが高いと考えられる。とくに基礎疾患を有する高齢者には、発熱時には

早めに主治医に連絡するよう指導しておく。また、通常の季節性インフルエンザのワクチ

ンについても、高齢者への接種を例年のように勧めておく。なお、呼吸器の二次感染のリ

スクが高いと考えられる息者には、流行が拡大する前に肺炎球菌ワクチン接種を検討する。

7.外来における感染対策

外来における感染対策については、通常のインフルエンザとほぼ同様の体制となるが、

基礎疾患を有する者や妊婦、乳幼児、高齢者などにおいて重症イヒする例が多発することが

予測されており、院内での感染予防には対応可能な範囲で工夫すること。とくに、あらか

じめ各医療機関はポスター掲示などで受診の方法を確認するよう呼びかけておき、さらに、

受診前の電話に対しては受診時の注意点を説明し、受診時間、待合の場所などを伝える体

制を整えておくことが望ましい.
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別添 3-5

タミフル・リレンザの備蓄量

行政備蓄用抗インフルエンザウイルス薬 (タ ミフル・リレンザ)については、

8月末までに約4, 500万人分替劇乳

1.タミフル 約 2, 680万 人分

約 1,415万 人分

約 4,095万 人分

2. リレンザ 約 268万 人分

約 224万 人分

約 492万 人分

国備蓄については、8月 末現在数。

県備蓄については、8月 末までの見込み数。

この他に、通常流通用の抗インフルエンザウイルス薬の在庫がある。

蓄

蓄
鴎
肺
計

嚇購計
・※

※

※
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別添 3-6

新型インフルエンザ患者数の急速に増加 している場合のファクジミリ等による

処方せんの送付及びその応需に関する留意点について  '

1。 ファクシミリ等で処方せんが送付されるケニス

(ア )慢性疾患等を有する定期受診患者の場合

・新型インフルエンザに罹患していると考えられる場合

事前にかかりつけの医師が了承 し、その旨をカルテ等に記載 しておくこと

で、発熱等の症状を認めた際に、電話による診療により新型インフル■ンザ

ヘの感染の有無について診断できた場合には、診察 した医師はファクシミリ

等により抗インフルエンザウイルス薬等の処方せんを患者が希望する薬局

に送付 し、薬局はその処方せんを応需する。

・慢性疾患等に対する医薬品が必要な場合

感染源と接する機会を少なくするため、一般的に長期処方によつて、なる

べく受診間隔を空けるように努めることが原則であるが、患者数が急速に増

加 しているような場合にぉいて1曼性疾患等に対する医薬品が必要になった

場合には、電話による診療により当該疾患について診断ができた場合、診察

した医師はファクシミリ等による当該疾患に係る医薬品の処方せんを患者

が希望する薬局に送付し、薬局はその処方せんを応需する。

(イ )発熱等にて医療機関への受診歴がある患者の場合

発熱等にて医療機関への受診歴がある患者が、発熱等のインフルエンザ様

症状があり、自宅で療養できる患者について、医師が患者背景等を考慮して、

電話による診療にてインフルエンザと診断した場合には、診察した医師はフ

ァクシミ.り 等により抗インフルエンザウイルス薬等の処方せんを患者が希

望する薬局に送付し、薬局はその処方せんを応需する。

注)処方せんの送付は医療機関から薬局に行 うことを原則とするが、患者が希

望する場合には、患者自身が処方せんを薬局にファクシミリ等により送付

することも認める。
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2.医療機関における対応

・処方せんは、通常は患者に対 して発行 されるものであるが、新型インフル

エンザ患者は外出が自粛されている状況下にあること等を考慮して、患者

の同意を得て、医療機関から患者が希望する薬局にファクシミリ,等で送付

することを原則 とする。

・医師は、ファクシミリ等による処方を行つた新型インフルエンザ患者本人

には、薬局への来局を含めて外出を自粛するよう指導する。

(新型インフルエンザ患者以外の場合には、患者の慢性疾患の状態等に応

じて、外出の可否等について指導する。)

・医療機関は、ファクシミリ等で送付 ,した処方せんの原本を保管し、流行が

おさまつた後に、薬局に送付するか、当該患者が医療機関を受診 した際に

処方せんを手渡 し、薬局に持参させる。

・医療機関はファクシミリ等で送付された処方せんを受信 した旨の連絡を薬

局から受けた際に、カルテに処方せん応需薬局を記録することにより、送

信 した処方せんが確実に当該薬局に送付 されたことを確認する。また、患

者 自身が処方せんを送付する場合には、複数の薬局に処方せんが送付 され

ていないことを医療機関は確認する。

3,薬局における対応

・ファクシ ミリ等による処方を受けた新型インフルエンザ患者本人に対 して

は、薬局に来局しないよう指導 し、必要に応 じて、処方せんについては医

療機関からファクシミリ等によつて薬局に送付するよう求める。

・患者から処方せんの送付を受け付けた薬局は、その真偽を確認するため、

処方せんを発行 した医師が所属する医療機関に、処方せんの内容を確認す

る。 (こ の行為は、薬剤師法第 24条に基づく疑義照会とは別途に、必ず行

うこととする。)なお、患者を介さずに医療機関からの処方せんの送付を直

接受けた場合には、この確認行為は行わなくてもよい。

・医療機関から処方せん原本を入手するまでの間は、送付された処方せんを

薬剤師法第 23～ 27条、薬事法第49条における「処方せん」とみなし

て調剤等を行 う。

・医薬品を患家へ届ける場合には、可能な限り新型インフルエンザ患者との

接触を避けるために、服薬指導は電話で行 うことでも差し支えない。

・流行がおさまつた後、速やかに医療機関から処方せん原本を入手し、以前

に送付された処方せんを原本に差し替える。

・慢性疾患等を有する定期受診患者について、長期処方に伴う患者の服薬コ
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・ ンプライアンスの低下や薬剤の紛失等を回避するため、電話での服薬指導
・
等を実施する。

4。 その他

・ 薬局からの医薬品の入手が容易になるよう、感染者が増加する以前に自宅

の近隣にかかりつけの薬局を持つことが重要である。
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男JttR 3-7

〔症例〕ウイルス性肺炎を合併した新型インフルエンザの一例

海外の報告によると、入院を必要とした新型インフルエンザ患者の多くに急速に進行す

る肺炎を認めており、そのうちウイルス性肺炎も少なくないと考えられている。季節性イ      ・

ンフルエンザ患者ではウイルス性肺炎を認めることは稀であるが、新型インフルエンザの    .

流行拡大とともに、ウイルス性肺炎の症例が多発する可能性もある。インフルエンザ診療

に携わる医療者は、以下の病態を念頭において診療にあたつていただきたい。

例

歴

歴

歴

活

往

病

症

生

既

現

60歳代 男性                          ・

喫煙 (1日 30本 ×40年 )

明らかな基礎疾患なし、肥満なし

Dav l 悪寒が出現した。

Day 3 発熱 (39.3℃ )、 咽頭痛、湿性咳嗽を認め、近医を受診した。インフル

エンザ迅速簡易検査にて陰性。 胸部 X線検査の結果、気管支炎と診断

され、抗菌薬を処方された。

Day 5 症状改善せず、別の医療機関を紹介受診した。CT検査で両肺野に不リ

ガラス陰影が認められた。インフルエンザ迅速簡易検査にて A型陽性.

入院してオセルタミビル、抗菌薬、酸素 (2L/min)が開始された。

Day 9 症状が悪化し、別の医療機関に転院した。オセルタミビル、抗菌薬は継

続され、酸素 (10L/min)に増量された。コルチコステロイド薬 (メ チ

ルプレドニゾロン 500 mg/日 )も開始された。

現症 (Day 9): 意識清明,体温 37.3℃.呼吸数 30/分.脈拍 74/分:整.血圧 136/74

rgnHgo Sp02(酸素 10L/min)92%.貧血,黄疸なし,表在リンパ節触知せず。呼

吸音は右で低下するが、ラ音なし,心雑音なし.腹部は平坦,軟で圧痛なし.両

下腿に浮腫なし.

検査所見(Day 9): 尿検査 比重 1.023,蛋白 (→ ,糖 (土),潜血 ←)

血液検査 Hb 13.9g/dl・ 白血球 6500/μ l〕 血小板 15万/μ l.血糖 123

mg/dl: TP 6.2g/dl, Alb 3.lg/dl, 3UN 13.8 mg/dl, Cr o.8 mg/dl, T― Bil

O.77 mg/dl, AST 60 1U/1, ALT 31 lU/1, LDH 543 1U/1. γ―GTP 37 1U/1=

Ja 134 mEq/1,K4.3 mEq/1,C1100 mEq/1,CRP 13.4 mg/dl

血液ガス(酸素 10L/min)pH 7.48,Pa02 78 Torr,PaC02 36 Torr,H003-26 mEq/1

微生物検査 喀痰培養 ag励 ″屹 レジオネラ尿中抗原(Day 7)(→

心電図 正常洞調律で異常所見なし.          _
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画像所見
・

:

胸部単純X線 (Day 9)

胸部単純CT(Day 9)

両側びまん性にスリガラス

陰影を認め、ウイルス性肺

炎に合致する。 肺実質には

上葉の胸膜直下に多数のブ

ラの形成が認められ、肺気

腫を疑わせる。

経 過 : Day 10 PCR検 査にて咽頭ぬぐい液から新型インフルエンザウイルス (A/HlNl)

陽性.ザナミビルの併用開始。

Day 17 酸素終了。   ・

Day 23 コルチコステロイド薬終了 (最初の 3日間のみメテルプレドニゾロン

500 mg/日 、以後ブレドニゾロン40 mg/日 から漸減).

Day 26 軽快退院。

50



インフルエンザ迅速抗原検出キットの感度

本症例において、Day 3に採取された検体ではインフルエンザ迅速抗原検出キット

(簡易検査)は陰性であつたが、2日 後は陽性となった。簡易検査の感度についてはま

だ十分な知見が得られていないが、季節性インフルエンザより感度が低く、キット間で

のばらつきもあるとする報告もみられるヽ このため、簡易検査が陰性であつても、新

型インフルエンザ流行時における原因不明の肺炎症例には、新型インフルエンザを疑う

必要がある。また、ウイルス性肺炎を高率に合併する鳥インフルエンザ (H5Nl)におい

ては、下気道検体で感度が高いことが報告されているが、新型インフルエンザ い/HlNl)

によるウイルス性肺炎においても同じことが言えるのか、はつきりしていない。

重症患者におけるオセルタミビ及の使星

本症例でオセルタミビルはミ発症後 5日 目に開始されている。本来、季節性インフ

ルエンザに対しては、48時間以内の使用が推奨されているので、治療開始のタイミン

グが遅かつたといえる:一方、新型インフルエンザ (A/HlNl)に おいて、抗インフルエ

ンザウイルス薬を発症 48時間以降に使用した場合の効果は現時点で不明ではあるが、

本症例のような重症例においては、ウイルスの増殖を抑えるためには発症 48時間以降

でも抗ウイルス薬の使用を積極的に考えるべきである。静脈内使用ができる抗インフル

エンザウイルス薬が市販されていないため、気管挿管される重症例では経鼻胃管からオ

セルタミビルを使用することになる。このため、薬物動態に不明な点があることに留意

する2,3。

抗インフルエンザウイルス薬の併用療法

新型インフルエンザウイルス (A/HlNl)は、オセルタミビルとザナミビルには感受性

でアマンタジンに耐性であることが確かめられている。一方、昨シーズンに流行した季

節性インフルエンザウイルス (A/HlNl)は、オセルタミビルに耐性だが、ザナミビルと

アマンタジンには感受性であつた。また、昨シーズンの季節性インフルエンザウイルス

(A/H3N2)は 、オセルタミビルとザナミビルには感受性でアマンタジンに耐陛であつた。

今後、季節性インフルエンザウイルスも混在して流行した場合、抗インフルエンザウイ

ルス薬の選択に困難が生じる可能性がある。このような場合、ザナミビルの吸入使用が

行えない重症例では、アマンタジンとオセルタミビルとの併用も選択肢の一つである
4。
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別添3-8

急な発熱と咳 (せき)やのどの痛み

「インフルエンザかな?J
症状がある方々
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はじめに

通常のインフルエンザは、毎年秋以降に流行しま

すが、今年は豚に由来する新型インフルエンザが発

生していることから、秋以降には通常のインフルエン

ザと新型インフルエンザが重なうて流行するものと

考えられています。

現在流行している新型インフルエンザは、感染し

たほとんどの方は比較的軽症のまま数日で回復し

ていますが、持病のある方々など、感染することで

重症化するリスクのある方がいることが、ある程度

分かつてきています。

そこで、急な発熱と咳 (せき)やのどの痛みなど、

インフルエンザの症状を自覚されている方々、ある

いは医師により診断されている方々は、なるべく他

の人にうつきないようご協力をお願いしています。

この手引きは、インフルエンザに感染している可

能性がある方が、医療機関を受診する方法や、他の

人にうつさないようにしながら自宅療養する方法に

ついて解説しています。  ′

ここに書かれていることをすべて行つたとしても、

周囲への感染の可能性が完全になくなるわけでは

ありません。しかし、できることから丁寧に実践して

いただくことで、周囲を守るという配慮を重ねていた

だければと思います。
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新型インフルエンザに感染すると
重症になるのですか?

▲ ▽ ▲ ▽ ▲ ▽ ▲ :▽ ▲ ▽ ▲ ▽ ▲

いいえ、ほとんどの方が軽症で回復しています。

ただし、持病がある方々のなかには、治療の経過や管理の状

況によリインフルエンザに感染すると薫症化するリスクが高

いと判断される方がいます。とくに次の持病がある方々は、手

洗いの励行、うがい、人混みを避けるなどして感染しないよう

に注意してください。また、周囲の方々も、感染させないよう

に配慮するようにしましょう。

慢性呼吸器疾患

慢性心疾患

糖尿病などの代謝性疾患

腎機能障害          ・

ステロイ ド内服などによる免疫機能不全

さらに、次に該当する方々についても、インフルエンザが

重症化することがあると報告されています。感染予防を心が

け、かかりつけの医師がいる方は、発症時の対応についても

相談しておきましょう。

0 妊婦  0 幼児  0 高齢者

０

０

０

０

０
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熱が出ていて咳 (せき)もあります
病院を受診する必要がありますか?

▲ ▽ ▲ ▽ ▲ ▽ ▲ ▽ ▲ ▽ ▲ ▽ ▲

必ず受診しなければならないわけではありません。症状が比

較的軽く、自宅にある常備薬などで療養できる方は、診療所や

病院に行く必要はありません。ただし、前のページで紹介じた

持病のある方々など、感染することで重症化するリスクのある

方は、なるべく早めに医師に相談しましよう。

また、もともと健康な方でも、次のような症状を認めるとき
は、すぐに医療機関を受診してください。

小児

0呼 吸が速い、息苦しそ|う にしている

O顔色が悪い (土気色、青白いなど)

0嘔 吐や下痢がつづいている

O落着きがない、遊ばない、反応が鈍い

O症状が長引いていて悪化してきた

想

0呼吸困難または息切れがある

O胸の痛みがつづいている

O嘔吐や下痢がつづいている

03日 以上、発熱が続いている

O症状が長引いていて悪化してきた
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病院に行くことにしました

どこの病院を受診すればよいのでしようか

▲ ▽ ▲ ▽ ▲ ▽ ▲ ▽ ▲ ▽ ▲ ▽ ▲

,

受診する医療機関の発熱患者対応の診療時間や入り回など

が分かつていますか? もし、分からない場合には、まず電話

をしてから受診方法について相談しましよう。

発摯嵐者の鰺凛をしているE■a関がどこにあるか分からない方

― 保健所などに設置されている発熱相談センターに電話をして、

どの医療機関に行けばよいか相談しましょう。

発熱凛者の静療をしている近隣の医療機関が分かつている方

日¨
発熱患者の診療をしている医療機関に電話をして、受診時間

などを聞きましょう。事前に電話をしないまま、直接行かな

いように気をつけましょう。

慢性疾患などがあつてかかりつけの医師がいる方

6う かかりつけの医師に電話をして、受診時間などを聞きましょ

う。事前に電話をしないまま、直接行かないように気をつけ

ましよう。

妊難している方

5'かかりつけの産科医師に電話をして、受診する医療機関の紹

介を受けましよう。産科医師が紹介先の医師にあなたの診療

情報を提供することがあります。        _

呼吸が苦しい、意臓が朦朧としているなど症状が重い方  
‐

o´ なるべく早く入院設備のある医療機関を受診しましょう。必

要なら救急車 (119番)を呼びますが、必ずインフルエンザ

の症状があることを伝えます。
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自宅で療養しています

家族が同居しているのですが

どのような注意が必要ですか?

▲ ▽ ▲ ▽ ▲ ▽ ▲ ▽ ▲ ▽ ▲ ▽ ▲

同居している家族への感染を確実に予防することは困難で

す。ただし、なるべく感染しないように、以下のことを心がけ

てください。

患者であるあなたは ロロ・

O咳エチケット (次の_ページ)を守りましょう

0手をこまめに洗いましよう

0処方されたお薬は指示通りに最後まで飲みましょう

O水分補給と十分な睡眠を心がけましょう

患者の同居者は・・・

O患者の看護をしたあとなど、手をこまめに洗いましよう

O可能なら患者と別の部屋で過ごしましよう

0マスクの感染予防効果は限定的ですが、患者と接するとき

には、なるべくマスクを着用しましょう

※ 患者の使用した食器類や衣類は、通常の洗濯・洗浄及び
・乾燥で消毒できます

とくに、持病があつたり、妊娠している方などが同居してい

る場合には、なるべく別の部屋で過ごすようするなど、より確

実な感染予防を心がけてください。また、念のためかかりつけ

の医師に相談しておきましよう。医師の判断により、予防のた

めのお薬が処方されることがあります。
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・́・~‐ ~~~~r‐ ―‐‐‐‐‐"い ‐‐"""“ ロロ‐‐‐‐‐‐口‐‐‐‐―‐――、
、

咳 (せ き)エチケツ
・
ト

1.周囲の人からなるべく離れてください.

咳やくしやみのしぶき (飛沐)は約2メー トル飛ぶと

言われています。

2.嘆やくしゃみをするときは、他の人から燿をそらせ、
ティッシュなどで口と鼻を覆いましょう。

.他の人にしぶき (飛沫)をかけないように:卜がけまし

ょう。マスクをしていない場合には、テイッシユなどで
口と鼻を覆うことも大切です。使つたテイツシュはすぐ

にゴミ箱へ捨てましょう。

3.呟やくしやみを抑えた手を洗いましょう。

咳やくしゃみを手で覆つたら、手を石鹸で丁寧に洗い

ましょう。    ・

4,マスクを着用してください.

咳、くしやみが出ている間はマスクを着用しましょう。

使用後のマスクは放置せず、ゴミ箱に捨てましょう。

※ 咳エチケツトに加え、周囲への感染予防では、

手洗いも大切です。石鹸を使つて 15秒以上かけ

て洗いましょう。洗った後は清潔なタオルやペー

パータオルなどで十分に拭き取りましょう。
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自宅で嘉養しています

熟がさがつたので外出してもいいですか?

▲ ▽ ▲ ▽ ▲ ▽ ▲ ▽ ▲ ▽ ▲ ▽ ▲

熱がさがつても、インフルエンザの感染力は残つていて、あ

なたは他の人に感染させる可能性があります.完全に感染力が

なくなる時期については、明らかでなく、個人差も大きいと言

われます。少なくとも次の期間は外出しないように心がけまし

ょう。

・     機がきがつてから2日 目まで

ただし、現在流行している新型インフルエンザについては、

発熱などの症状がなくなつてからも、しばらく感染力がつづく

可能性があることが、様 な々調査にょつて明らかになつていま

す。

ですから、あなたが新型インフルエンザに感染していると診

断されている場合や、あなたの周囲で新型インフルエンザが流

行している場合には、発熱などの症状がなくなつても、周囲の

方を守るため、さらに次の期間についてもできるだけ外出しな

いようにしてください。

彙m・●崚 (せき)、 のどの痛みなど

症状がはじまった日の翌日から7日目まで

ご協力に感謝いたします。
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さらに詳しい情報について

厚生労■省・新型インフルエンザ関連対鎌情報

http:/ノ缶WWL mhlw.go.jp/bunya/kenkou/kekkaku― kansenshou04/

目立感染症研究所口感員症情報センター

http://idsC.nih.go.jp/disease/sWine_inf luenza/

都道府県による新型インフルエンザ相餃慮口…■

http://www.mhlw.go。 」p/kinkyu/kёnkou/influenza/090430-02.html

厚生労働省では、

一般の方からの電話相餞窓口を開識しています

0受 付    当面の間は平日のみ

0電話番号   03-3501-9031
0FAX番号  03‐ 3501-9044

※ 一般的なご相談にお答えしています。医学

的なご質問や症状のある方のご相談は、か

かりつけの医師または保健所などに設置さ

れている発熱相談センターヘおかけくださ
い .
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平成21年7月

厚生労働省
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月囀恭3二 9

新型インフルエンザの予防

日常生活上の注意点

～糖尿病患者・透析者・妊婦さん向け～
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ノ

●外出を控えましょう

新型インフルエンザの感染を避けるため、必要時

以外の外出は避けましょう。       ―



:●
マスクを着用しましょう

外出や人の多い場所に出向く時には予防のた

めにロニロ

マスクを着用しましょう6・
・

ガーゼではなく、不織布の方が

ウィルス対策には効果的です。
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●手洗いTうがいを行いましょう

外出や人と接触した後は、すぐに手洗い・うがい

をしましょう。手洗いは指先、指の間ん手首まで
｀

念入りに 1

66



●栄養・睡眠を十分にとりましょう

バランスのとれた食事と十分な睡眠で基礎体

力をつけましょう。
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●適度な室内環境を保ちましょう

ウイルスは低温、低湿を好み、乾燥していると

ウイルスが長時間空気中を漂うので、加湿器

などで室内の適度な環境を保ちましょう。また、

複数の人が触れる場所は、

適宜拭き掃除をしましょう。
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●薬の処方はかかりつけ医と

あらかじめ相談しておきましよう

感染・が拡大した場合に備えて、日頃使用して

いるお薬の処方についてこかかりつけ医へ相

談しておきましょう。
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●体調不良時の相談先を確認し

ておきましょう

自分の体調の変化に気を配りましょう。

また、体調不良(発熱など)時はかかりつけ医

にスムーズに連絡・相談ができるよう、事前に

確認しておきましょう。
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